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平成 22年 3月 5日

長崎県議会事務局

政 務 調 査 課 長

(公 印 省 略 )

各 位

くう
｢長崎県歯 ･口腔の健康づくり推進条例の成立に当たって｣の送付について

時下､貴職におかれましては､ますますご清祥のこととお慶び申し上げます｡

さて､本県議会では昨年の･11月定例会最終 日におきまして議員提案により ｢長崎県
くう

歯 ･口腔の健康づくり推進条例｣が可決 ･成立し､先 日公布されております｡このたび

立案議員の監修により ｢逐条解説｣に相当するものが取りまとめられましたので､別添

のとお り送付させていただきます｡

ご査収の上､よろしくお取 り計らい願います｡

[連絡先] 長崎県議会事務局

文教厚生委員会 担当書記 大宮

TEL:095-894-3634 (直通)

FAX:095-824-3094
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くう
長崎県歯･口腔の健康づく.リ推進条例の成立

に当たって



Ⅰ はじめに

長崎県歯 ･口貞盛の健康づくり推進条例 (別添 1)は､長崎県がん対策推進条例

(平成20年長崎県条例第43号)に次 ぐ､議員提案の政策条例 として､平成21年12

月17日 (平成21年11月定例会最終 日)に､自由民主党､公明党､創爽会､無所属

新風及び清風会の共同提案 として発議 され､同日可決 (提案理由説明-委員会付

託及び質疑の省略-討論-採決)したものである (施行 日は平成22年 6月 4日)0tJtわhLつゆき みモぐち▲み.b しもし1)
条例案 としては､瀬川光之議員､溝 口英美雄議員､下条ふみまさ議員 (すべて

自由民主党)等を中心とし､社団法人長崎県歯科医師会 (以下 ｢県歯科医師会｣

とい うO)の協力の下､ 1年数箇月をかけて検討 されてきたものであるO

本稿は､議員の埠討会等で交わされた議論､理事者 (執行部)側から提出され

た意見等を踏まえつつ､逐条形式で資料等を紹介 しつつ ｢解説等｣ としてまとめ

たものである｡

なお､文中の意見に係る部分は､筆者の私見であり､議会事務局としての公式

見解でないことをご了承願いたい｡

くう

Ⅱ 歯 ･口腔の健康づくりに関する施策の現状等

① わが国における ｢歯 ･口崖の健康づくり｣に関する施策は､｢健康 日本21｣

とい う､21世紀の日本をすべての国民が健やかで活力ある社会 とするために､

寝たきりや痴呆等の要介護状態にならずに健康に生活できる期間(健康寿命)

をより長 くすること及び生活の質の向上に向けた国民健康づ くりの運動にお

ける､｢栄養 ･食生活｣､｢身体活動 ･運動｣､｢休養 ･こころの健康づくり｣､

｢たばこ｣､｢アルコール｣､｢歯の健康｣｢糖尿病｣､r循環器病｣及び･rがん｣

の計 9分野の取組の中の一つとして､これまで国及び地方自治体のみならず､

学校､健康保険組合､民間企業､マスコミ等､さまざまな団体がそれぞれの

立場で取 り組んでいる｡

(卦 しか し､当該施策は､がん対策のように特別の法律 (がん対策基本法 (平

成18年法律第98号))を根拠 とするものではなく､母子保健法 (昭和40年法律

第141号)､健康増進法 (平成14年法律第103号)等の規定に基づ く各施策の一

環 として実施 されているのが現状である｡

③ このような中､国会においては､国民の歯科保健に関する意識を高め､歯

科の問題点を解決するため､平成20年 1月29日に自由民主党の衆 ･参両院議

員による ｢国民歯科問題議員連盟｣が設立された｡その後､周産期から終末

期に至るまでの歯科保健医療体制についての法整備が検討され､自由民主党
(!

及び公明党か ら ｢歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持の推進に関する

法律案｣(別添 2)が第171回国会中の平成21年 7月15日に提出された｡

一方､民主党からは ｢歯の健康の保持の推進･に関する法律案｣(別添 3)が､

第169回国会 中の平成20年 6月 4日及び第171回国会中の平成21年 4月 9日に､

それぞれ提出された｡

しかし､これ らの法案は､いずれも審査未了で廃案 となっている｡



④ この条例は､長崎県がん対策推進条例 と同様に､理事者 (執行部)側から

ではなく､本県議会側から県民 とともに ｢歯 ･口鹿の健康づくり｣に取 り組

む とい う姿勢を打ち出したものとしての意義がある｡

⑤ 県 としては､現在､｢歯なまるスマイル21プラン｣(平成13年度～平成24年

度) を作成 し､同プランに掲げられた 目標値の達成に向け取り組んでお り､

同プランの期限終了後は､この条例を根拠 とする ｢長崎県歯 .口月垂の健康づ

くり推進計画｣を策定 し､当該計画に基づき施策を展開していくことになる｡

⑥ なお､このような歯 ･口腔の健康づ くりに関する条例は､本県の条例案の

可決 日 (平成21年12月17日)現在､全国の都道府県 レベルでは､新潟県及び

北海道の 1道 1県で制定されているのみであ り､九州内ではいまだ制定 され

ていない状況にある｡

i 新潟県歯科保健推進条例 平成20年7月22日 条例第32号

ii 北海道歯 ･口座の健康づくり8020推進条例 平成21年 6月26日 条例第62号

⑦ この条例は､平成21年11月定例会に議案 として提出されたが､この時期の

提出に至ったのには､主に以下の理由が挙げられる｡

i 政府の行政刷新会議が ｢8020運動特別推進事業｣を ｢事業仕分け｣の

対象 とし､予算額､事業内容等について総合的な ｢見直し｣が必要 と判
くう

断 したことか ら､歯 ･口腔の健康づ くりに関する事業の規模が縮小 され

る可能性が高 くなってお り､政府の来年度予算が決定される前に､歯 ･

口鹿の健康づ くりに関す る事業の必要性 を条例 とい う法的なかたちで

地方から訴えてい く必要があること｡

正 平成22年 6月 4日の条例施行に向け､県民に対する周知期間を十分に

確保 し､条例の意義を浸透 させる必要があること｡

in 前述の ｢歯なまるスマイル21プラン｣は平成24年度に終了することに
くう

なるが､この条例に基づ く ｢長崎県歯 ･口腔の健康づくり推進計画｣を

策定するに当た り､理事者 l(執行部)側の準備期間 (平成22年度～平成

24年度)を十分に確保する必要があること｡

⑧ 前述 した議員立法により法律が制定 され るとい うことであれば､その法律

を根拠に各種の施策を実施すればよいのであ り､あえて条例を制定する必要

はないのではないか､ との意見もあるところであるD

しか し､がん対策については､平成18年にがん対策基本法が制定されたも

のの､昭和54年以降､県民の疾病による死亡の最大の要因が ｢がん｣である

とい う本県の実情をかんがみ､昨年度､がん対策推進条例が議員提案条例 と

して制定され､本県 として ｢がん対策｣を推進することを条例 として明確に

示 したものとなっている｡

このように､法律の制定にかかわらず､地方分権の流れの中､各地域の課

題に対 し､地方自治体 自らがどのように取 り組んでい くかが問われていると

ころであ.り､そのような観点か らも､この条例を制定 し､.県として施策を推

進 していくとい う意義は大きいものであるといえる｡
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Ⅲ逐条解説

(目的) くう
第 1条 この条例は､歯 ･口腔の健康づ くりが糖尿病等の生活習慣病の対

策 をは じめ とす る県民の全身 の健康づ くりに果たす役割の重要性 にか

んがみ､他県に比べ高い県民の歯科疾患の有病率の低下及び県内におけ()
る歯 ･口腔の健康に関する地域間等の格差の是正 を図るため､県民の生(5
涯 にわたる歯 ･口腔の健康づ くりに関し､その基本理念を定め､県の責

務及び市町､教育関係者､保健医療関係者､福祉関係者､県民等の役割(!
を明 らかに し､並びに歯 ･口腔の健康づ くりの推進に関する計画の策定くラ
について定めること等により､歯 ･口腔の健康づ くりに関する施策を総

合的かつ計画的に推進 し､もって県民の健康増進に寄与することを目的

とす る｡

【解説等】
① 本条 は､ この条例の 目的が定め られたものである｡

くI
② ｢歯 ･口腔｣の表記 について､法令上､名詞 を並列 して用いる場合 には､

｢及び｣､｢又は｣等の接続詞や読点で結ぶ ことが一般的であ り､並列する名

詞 を ｢･｣で結ぶのは､その結 ばれ る名詞相互が密接不可分で､一体的な意

味合い を持つような場合 に用い られ ることになるo
くう

歯科衛生士法 (※1-1)では､｢歯牙及び 口腔｣と規定 され､｢歯牙｣ と ｢口
くさ くI
腔｣が別 のものとして規定 されてい るが､｢口腔｣は､上下のあごの骨､上下

の歯列､歯 ぐき (歯 肉)､頼､口唇､口蓋 (上顎)､口慮底 (舌の下)､唾液腺､

筋 肉等 か ら構成 され るものであ り､｢口座｣には ｢歯｣が当然含 まれているも

の との意見 もある｡
くう

なお､前述の ｢歯科疾患の予防等 による 口腔の健康の保持の推進 に関す る

法律案｣ (別添 2)では､｢歯科疾患の予防等による口座 の健康の保持｣ と規

定 され てい るように､｢ロ崖｣には ｢歯｣が含 まれていることを前提 としてい

るよ うにも見受けられ る｡

以上 の内容 を踏まえ､ この条例 における表記 はどのようなものが望ましい

かの検討が行われた｡

そ して､

a) ｢口避｣に ｢歯｣が含 まれ ることを県民が一般的なものだ と認識 して

い るかについては疑 問がある､

b)8020運動 (80歳 になって も自分の歯 を20本以上保 とうとい うもの)の

趣 旨か らして も ｢む し歯予防対策｣の必要性 を訴 える必要性があるため

｢歯｣ を表記す る方が よい､

C) ｢･｣ を使用す ることによ り両者が全 くの別物ではなく密接不可分 と

い うことを表す ことができるので これ を用いる方がよい､
くI

等 の意見が立案議員側 か らあ り､｢歯 ･口腔｣と規定 されることとなった｡



I※1-1 歯科衛生士法 (昭和23年法律204号) 【抄〕I

;第 2条 この法律において ｢歯科衛生士｣ とは､厚生労働大臣の免許を受けて､歯科医l

:::_∴ 三 二 :-:_:_--=1-::-I:_=iIミニ .:I-:A::I_,-I_:_l三 三二 二 =:_i:三三-1干_:f_二

: - 歯牙露出面及び正常な歯茎の違離縁下の付着物及び沈着物を機械的換作によっ
l

圭 二て雷雲妄言認 こ対 して薬物を塗布すること｡

;2 歯科衛生士は､保健師助産師看護師法 (昭和23年法律第203号)第31条第 1項及び第I
: 32条の規定にかかわらず､歯科診療の補助をなすことを業 とすることができる｡

;3 歯科衛生士は､前 2項に規定する業務のほか､歯科衛生士の名称を用いて､歯科保

; 健指導をなすことを業 とすることができる｡

I

③ ｢歯 ･ロ蓮の健康づ くり｣とは､基本理念 (第 2条)に規定 されるように､

む し歯､歯周疾患等の予防だけではなく､口B'垂機能の向上のための取組を含

むものである｡

この ｢健康づくり｣ とい う表記に関し､理事者 (執行部)側か ら､予防医

学における一次か ら三次予防まで (※112)の うち､二次予防までを指すもの

と認識 される恐れがあることから､題名に ｢歯科保健｣ とい う用語を用い三

次予防までが含まれることを明確にした方が適切である旨の意見が出された｡

しかし､前述の ｢歯科疾患の予防等による口蓮の健康の保持の推進に関す

る法律案｣(別添 2)においても､

｡)題名では ｢口座の健康の保持｣ として ｢歯科保健｣ という用語を用い

てはいないものの､内容においては ｢歯科保健｣に関する施策が規定さ

れていること､

,ち) ｢健康づ くり｣ とい う語感から､機能回復 (3次予防)まで含む と解

釈す ることが 自然であること､

C)県民-の分か りやす さが重要であること､

等を考慮 し､｢歯 ･口蓮の健康づくり｣ として規定することとされたo

:※1-2 日本学術会議 (予防医学研究連絡委員会) ‥予防医学の定義 と概念l

; (http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/17htm/1763Z.html#1-1)
I
: ①一次予防 :健康な時期に､栄養､運動､休養等の生活習慣の改善､生活環境の改善､

; 健康教育等による健康増進を図 り､更に予防接種による疾病の発生予防及び事故防

l

: 止による傷害の発生防止をすること｡
I
: ②二次予防 :不幸にして発生 した疾病や傷害を検診等によって早期に発見し､更に早

; 期に治療､保健指導等の対策を行い､疾病又は傷害の重症化を防ぐ対策のこと｡)
; ③三次予防 :治療の過程において保健指導､リハ ビリテーション等による機能回復を
l
: 図る等､QOL(QualityofLife)に配慮し､再発防止及び社会復帰対策を講じること｡
l

なお､具体的には､前述の ｢8020運動｣で表 されるように､80歳時点で自
(i

らの歯を20本以上保てるよう､効果的な歯みがき､適切な口腔ケア等を行 う

ことにより､歯牙､歯 ぐき等の口座内の環境を健康に保つ取組を指すO

④ ｢糖尿病等の生活習慣病｣とは､糖尿病､循環器病等の疾患のことをい う｡
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｢

歯周疾患 とこれ らの病 との関係については､8020推進財団 ｢歯周病 と生活

習慣病の関係｣(※1-3)では､｢歯周炎 と動脈硬化･心臓病｣､｢肺炎について｣､

｢歯周病 と糖尿病｣､｢肥満や高脂血症 と歯周病 との関連｣､｢歯周病 と早期低

体重児 出産 との関連｣等に関し､次のように記載 されてお り､生活習慣病の

予防及び改善には ｢歯 ･口蓮の健康づ くり｣が果たす役割が重要であること

が うかがえる｡

※1-3 8020推進財団 ｢歯周病 と生活習慣病の関係｣

(http://www.8020zaidan.or.jp/pdf/jigyo/sisyuu.pdf)

<9頁 :｢歯周炎 と動脈硬化 ･心臓病｣>
歯周病原性細菌の粥状硬化症の発症に関与する反応の誘導､粥状硬化症感受性のくう

高い実験動物-歯周病原性菌の口腔感染により粥状硬化症の促進､粥状硬化症患者

の病変か らの歯周病原菌の検出等の点か ら歯周病原菌は粥状硬化症の病因に関わ

っていると考えられ る｡さらに血管病変から生きた歯周病原菌を検出したとい う報

告もされている｡

<43頁 :｢肺炎について｣>
くう くう くう

誤喋性肺炎の起炎菌の多 くが 口腔内常在菌であることより､口腔ケアにより口腔

内の衛生環境の改善に努める｡高齢者では､加齢に伴い唾液量が減少 し､歯磨きもくl
不十分 となるために歯周病 も増加 し､口腔内の清潔度が低下する｡自分で歯磨 きが

できる場合は食後の歯磨きを徹底 させ､義歯の場合は､食後の手入れを徹底 して不
く)

適合があれば調整 させ る｡また､歯磨きができない場合は､介護者が十分な口腔ケくう くう
アを行 う｡口腔ケアにより口腔内の細菌叢を正常に近づけ菌量を減 らす ことで､誤

喋に伴 う肺炎の発症を予防することが期待できる｡

<64頁 :｢歯周病 と糖尿病｣>
肥満や糖尿病患者において高頻度に発症･重症化す る歯周病が逆にインスリン抵

抗性や炎症反応を介 して 2型糖尿病や虚血性心疾患の進行促進因子 とな り得 る可

能性について概説 した｡これ らの意味か らす ると歯周病もまた虚血性心疾患に対す

る危険因子すなわち､メタポ リック症候群の一つ として捉えることが重要である｡

<78貢 :｢肥満や高月旨血症 と歯周病 との関連｣>
歯周病の直接的な要因は歯周病関連細菌であることに疑念の余地はないが､その

病因論が明らかにされていくにつれ､歯周病の発症や進行は､さまざまなリスク因

子の影響を受けていることが明 らかになってきた｡中でも心疾患をはじめ多くの生

活習慣病の重要なリスク因子である喫煙が､歯周病を悪化 させることはほぼ確実 と

考えられている｡喫煙 と同様に肥満 も脈管系に影響 し多 くの疾患の リスクを高める

ことを考えると､メカニズムは異なっていても､歯周病 との関連を考える上でたい

-ん興味深い｡肥満 と歯周病 との関連はようや く見えてきたばか りであ り､現在の

ところその機序についての報告はなく､疫学的にも､肥満は歯周病 と真の リスク因

子の間に介在する､単なる交絡因子である可能性 も否定できない｡今後､さらに疫

学的な手法による証明と実験的な手法による理論的な裏付けが望まれる｡

<91頁 :｢歯周病 と早期低体重児出産 との関連｣>

歯周病であることは､早産に対 しては4.28倍､低体重児出産に対 しては2.30倍､

早期低体重児出産に対 しては5.28倍であったと報告 した｡今回の報告か ら､メタア

ナ リシスを用いても､歯周病が早産/低体重児出産/早期低体重児 出産のリスクフ

ァクターにな･ることが明らかにされた｡この事により､歯周病 と早期低体重児出産

とに関連性があることの信輝性はより高 くなった といえるであろう｡



⑤ ｢他県に比べ高い県民の歯科疾患の有病率｣については､本県及び県歯科

医師会発行の ｢『8020-の道』～平成21年度長崎県歯科保健の指針～｣(以下

単に ｢8020-の道｣とい う｡)(※1-4)において､次のように記載されてお り､

平成18年度の1.6歳児 う蝕有病者率では全国ワース ト4位､3歳児 う蝕有病者

率では全国ワース ト5位であるとい う状況を端的に表 したものである｡
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⑥ ｢県内における歯 ･口蓮の健康に関す る地域間等の格差｣については､｢8020

-の道｣(※1-5)で､次のように記載 されてお り､地域によって有病者率等

に差異が生 じていることを表 したものである｡

内容 としては､本土 ･離島における地域間の取組の違いによる格差､家庭

間､学校間､事業所間､介護施設間等における実施主体間の取組の違いによ

る格差等を表すものであり､これ らの格差を是正す るため､｢県民の生涯にわ
くう

たる歯 ･口腔の健康づ くり｣に関する施策を推進 し､｢もって県民の健康増進

に寄与する｣ことが､この条例の狙い とい うことになる｡

くう

なお､｢県内における歯 ･口腔の健康に関する地域間等の格差｣は､所得に

伴 う歯科保健医療等にかける金額による格差､地域の歯科医師の偏在に伴 う

診療を受ける機会の格差等も含むようにも読めるが､これ らについては社舎

経済の事情､人材 (歯科医師等)の確保の問題等が絡む ものであり､これ ら

については本条例の実施に伴い直接的に解消 していける性質のものではない

ことか ら､本条例ではこれ らの格差の解消については対象 とされていないよ

うにも見受けられ る｡
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※1-5 ｢8020-の道｣(56頁､67頁)
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⑦ なお､上記のように歯科保健医療に伴 う格差を是正するには困難を伴 うも

のであるが､｢学校｣において取 り組むことにより､県内すべての児童を対象

とす ることができるものであり､第11条 (効果的な歯 ･口蓮の健康づくり対

策の促進等)において ｢学校｣に関する規定が設けられているところでもあ

る｡
ウ

⑧ う蝕有病者率 (む し歯の羅患､治療及び抜歯を経験 したことがある人の割

合)の考えとして､ う轟 (む し歯によってできた穴)のあるむ し歯を治療 し

た場合､治療後 も健全歯 とは区別 して処置完了歯 とされてお り､同一個体を

捉えると､一度む し歯の治療を行 うと有病者 として計上 されることになる｡

ただ し､穴の開いていない初期む し歯はカルシウムなどを再沈着 (再石灰

化) させることで治 ることがあり､この場合は健全歯に回復 した点からは完

治 と考えられる｡

さらに､乳歯が永久歯 と交換で自然脱落 し又は乳歯を抜歯 した場合は､健

全歯又は処置歯にも該当しなくなる (対象外)｡

なお､む し歯､歯周疾患等で抜歯 した場合に､抜歯後にブ リッジ等で補っ

た場合にも完治 とはされず､その状態 (欠損部位)のある者はう蝕有病者に

含まれ ることになる (欠損歯数 として算定 され る)0
り

以上のことか ら､｢歯科疾患の有病率の低下｣とは､現在､む し歯に羅患 し
り

ていない幼児 ･児童を今後も羅患 させないことにより､相対的に達成 されて

い くもの とい うことになる｡



(基本理念)

くら第 2条 歯 .口腔の健康づ くりは､すべての県民が生涯を通 じて､ 自らむ

<5し歯､歯周疾患等の予防及び 口腔機能の向上に取 り組むとともに､適切

くうな時期 に必要な 口腔ケア､医療等を受けることができる環境が整備 され

【解説等】

① 本条は､｢歯 ･口蓮の健康づ くり｣に関する基本理念が定められたものであ

る｡

② ｢む し歯､歯周疾患等｣の ｢等｣は､口B'i乾燥症 (ドライマウス)､摂食緋

障害等をい う｡

なお､ ｢む し歯｣については､医学的には ｢う蝕｣ とされるのが通例であ

るが､県民-の分か りやす さを踏まえ､この条例においては ｢む し歯｣ とい

う用語を用いることとしている｡.

③ ｢適切な時期に必要な｣ とは､乳児期､幼児期､学齢期､成人期､老齢期

等の各段階に応 じて必要 となるものをい う｡
くI

例えば､老齢期であれば､介護施設等における ｢口腔ケア｣が該当する｡

また､フッ化物を使用する場合は､第11条 【解説等】中の ｢歯なまるスマ

イル21プラン (計画の中間補強版)｣ (※11-3)では､3歳までは ｢フッ化

物歯面塗布｣を目標 とし､学齢期では ｢フッ化物入 り歯磨剤の使用｣を目標

とするように､それぞれの時期において､効果的な取組を行 うことが想定さ

れる｡

㊨ ｢口座ヶァ･Jとは､口内の清掃をはじめとし､食べる､話す､表情を豊かに

する等の口崖の機能を維持 ･向上 させることができるためのすべての予防及

び治療を指 し､歯､歯 ぐき､舌､上あご､頬等唇か ら口の中全体の手入れを行

うことを意味するものである｡

なお､口腔ケアの分類 としては､口鹿清掃を中心とする｢器質的口腔ケア｣､

口腔機能訓練を中心 とする ｢機能的口腔ケア｣及び歯科医師､歯科衛生士､

看護師等の専門職が行 う ｢専門的 口腔ケア｣がある｡



書 芸 筑 ;二二二= こ

(県の責務)

第 3条 県は､前条に規定する基本理念 (以下 ｢基本理念｣ とい うo)に

くうのっ とり､本県の特性に応 じた歯 .口腔の健康づ くりの推進に関する施

【解説等】

① 本条は､この条例における県の責務が定められたものである｡

(卦 ｢本県の特性に応 じた｣ とは､本県が他県に比 し多 くの離島を抱えている

こと等から､その現状を考慮 した施策を講ずる必要があることを示 している

ものである｡

③ ｢施策を総合的かつ計画的に策定し､及び実施する｣ とは､第 8条の規定

による ｢長崎県歯 ･口崖の健康づくり推進計画｣の策定､第10条の規定によ

る ｢基本的施策の実施｣等を意味するものである｡



(市町の役割)

第 4条 市町は､基本理念を踏まえ､健康増進法 (平成14年法律第103号)､

くう母子保健法 (昭和40年法律第1_41号)等の歯 .口腔の健康づ くりに関す

くつる法令の規定に基づ く歯 .口腔の健康づ くりに関する施策を継続的かつ

【解説等】

① 本条は､基本理念を踏まえ市町の役割が定められたものであるO

② 憲法上､地方自治体の組織及び運営に関する事項は法律で定める (※4-1)

こととされてお り､地方 自治法上､地方 自治体は法令に違反 しない限 りにお

いて条例を制定することができる (※4-2)とされているD

本条では､地方 自治 (分権)の観点から県と市町 とは対等の関係に立つ こ

とを踏まえつつも､県 として施策を推進 していく上で､市町の協力は必須の

ものであることから､｢役割｣とい う表記にて､市町に施策推進を努めてもら

うようにしているものである｡
l

:※4-1 憲法

;第92条 地方公共団休の組織及び運営に関する事項は､地方 自治の本旨に基いて､法律

; でこれを定める｡

Il

:※4-2 地方 自治法 (昭和22年法律第67号) 〔抄〕

:第2粂 〔略〕

)

:2 普通地方公共団体は､地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づ く

I

: 政令により処理す ることとされ るものを処理す る｡

:3-17 〔略〕

1

:第14粂 普通地方公共団体は､法令に違反 しない限 りにおいて第 2粂第 2項の事務に関

I

: し､条例を制定することができるC

:2 ･3 〔略〕

ll

③ したがって､県として強制的に押 し付けたようなかたちで施策を推進 して

いくのではなく､あくまでも地域の実情に応 じ各市町の考えに基づき施策を

実施 していただくことが期待 されるものである二

④ 健康増進法 (※4-3)､母子保健法 (※4-4)等の ｢等｣については､高齢者

の医療の確保に関する法律 (昭和57年法律第80号)､介護保険法 (平成 9年法

律第123号)等をい う｡

なお､｢のっとり｣は､｢規準 ･規範 として従 う｣ とい う意味となるが､②

で記載するように ｢県 と市町 とは対等の関係に立つこと｣から､市町に対 し

｢のっとり｣を使用することは好ましくないものであり､ここでは ｢踏まえ｣

とい う規定振 りとされている｡

⑤ 本条において､あえて法律名が規定 されている趣 旨としては､市町のみが

当該法律に基づく施策を実施 しているとい うことを表 しているのではなく､

この条例の基本理念を踏まえつつ､｢法令｣の規定に基づ く ｢歯 ･口鹿の健康

10



づ くりに関する施策｣を ｢継続的かつ効果的に推進｣ してほしいとの思いが

込 められているからである｡

※4-3 健康増進汝 (平成14年法律第103号)

(市町村による生活習慣相談等の実施) 〔抄〕

第 17条 市町村は､住民の健康の増進を図るため､医師､歯科医師､薬剤師､保健師､

助産師､看護師､准看護師､管理栄養士､栄養士､歯科衛生士その他の職員に､栄養

の改善その他の生活習慣の改善に関する事項につき住民からの相談に応 じさせ:及び

必要な栄養指導その他の保健指導を行わせ､並びにこれ らに付随する業務を行わせる

ものとする｡

2 〔略〕

※4-4 母子保健法 (昭和40年法律第141号う 〔抄〕

(保健指導)

第 10条 市町村は､妊産婦若 しくはその配偶者又は乳児若 しくは幼児の保護者に対 して､

妊娠､出産又は育児に関し､必要な保健指導を行い､又は医師､歯科医師､助産師若

しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない｡

(妊産婦の訪問指導等)

第 17条 第13条の規定による健康診査を行った市町村の長は､その結果に基づき､当該

妊産婦の健康状態に応 じ､保健指導を要する者については､医師､助産師､保健師又

はその他の職員をして､その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ､妊娠又は出産

に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかっている疑いのある者については､医師又は

歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする｡

2 市町村は､妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠又は出産に文庫を及ぼすおそれがあ

る疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努め

なければならない｡

ill
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(教育関係者､保健医療関係者､福祉関係者等の役割)

第 5条 教育関係者､保健医療関係者､福祉関係者等 (以下 ｢教育関係者

くつ等｣ とい うo)は､基本理念にのっとり､県民の歯 .口腔の健康づ くり

くさの推進並びに他の者が行 う歯 .口腔の健康づ くりに関する活動 との連携

及び協力を図るよう努めるものとするo

くさ2 教育関係者等は､前項の目的を達成するため､県民の歯 .口腔の健康

【解説等】

① 本条は､教育関係者等の役割が定められたものである｡

② ｢教育関係者｣とは､学校関係者 (教諭､校長､副校長､教頭､保健主事､

養護教諭､学校歯科医､学校医､､学校薬剤師等)､幼稚園､幼稚園協会､長崎

大学歯学部等をい う｡

③ ｢保健医療関係者｣とは､歯科医師会､医師会､薬剤師会､歯科衛生士会､

歯科技工士会､看護協会､栄養士会等をい う｡

④ ｢福祉関係者｣ とは､保育所､保育会､介護保険事業者､障害者支援施設

関係者､言語聴覚士会､理学療法士会､作業療法士会､社会福祉協議会､民

生委員､児童委員等をい う.

(9 ｢教育関係者､保健医療関係者､福祉関係者｣の ｢等｣ とは､食生活改善

推進連絡協議会､PTA､こども会､婦人会､老人会､青年会議所､ロータ

リー､ライオンズ等の奉仕団体､ボランティア等をい う｡
(i

⑥ 第 1項においては､(塾か ら⑤までに示 した者が､自ら ｢県民の歯 ･口腔の

健康づ くり｣を推進するとともに､お互いの連携及び協力を図るよう努める

ことを規定 したものである｡

⑦ 第 2項においては､②か ら⑤までに示 した者が､自らの施設等において職

員等の研修等を実施するよう努めることを規定 したものである｡

ただ し､②から④までに示 した者 と⑤の者 とでは体制的に違いもあること

か ら､必要に応 じできる範囲で実施 してもらうことになる｡

(釘 ｢研修等｣ として ｢等｣が附記 されている理由としては､ ｢研修｣だけの

表記では一定の会場で実施 されるようなものがイメージされがちであるが､

事業所等で行われるミーティング､打合せ等の職員が学ぶことのできる場が

確保 されればよいとい うことが意図されているか らである｡

⑨ 本条の規定に関し､ ｢保健医療関係者｣中の ｢歯科医師会､歯科衛生士会

及び歯科技工士会｣については､他に比べ とりわけ重い役割を担っているこ

とか ら､別に ｢役割規定｣を設けるべきであるとの意見が､理事者 (執行部)

側か ら出されたO一方､県歯科医師会か らは ｢歯科医療関係者の責務が特に

重いことは承知 してお り､明らかなことでもある｣ との見解が示 された｡

立案議員 としては､歯科医療関係者が他者に比べ重い役割を担っているこ

とを理解 しつつも､当事者が自らの役割を強 く認識 していることか ら､別立

てに規定す るまではない と判断し､規定化することは見送 られたものである｡
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(事業者及び保険者の役割)

第 6条 事業者は､基本理念にのっとり､県内の事業所で雇用する従業員

の歯科検診 (健康診査又は健康診断において実施する歯科に関する検診

を含む｡)及び歯科保健指導 (以下 ｢歯科検診等｣ とい う｡)の機会の()
確保その他の歯 ･口腔の健康づ くりに関する取組 を推進するよう努める

もの とする｡

2 保険者は､基本理念にのっとり､県内の被保険者の歯科検診等の機会くう
の確保その他の歯 ･口腔の健康づ くりに関す る取組を推進するよう努め

るもの とする｡

【解説等】

(∋ 本条は､事業者及び保険者の役割が定められたものである｡

② 第 1項中の｢事業者｣とは､労働安全衛生法 (※6-1)の規定による ｢健康診

断｣又は健康保険法 (※6-2)等の規定による ｢健康診査｣を行 う者をい う｡

l
:※6-ユ 労働安全衛生法 (昭和47法律第57号) 〔抄〕

; (定義)

;第 2条 この法律において､次の各号に掲げる用語の意義は､それぞれ当該各号に定め

l

: るところによる｡

; 二 〔略〕

l

: 三 事業者 事業を行 う者で､労働者を使用す るものをい う｡

l

; 三の二 ･四 〔略〕

: (健康診断)

:第66条 事業者は､労働者に対 し､厚生労働省令で定めるところにより､医師による健I
; 康診断を行なわなければな らない｡

;2 〔略〕

I3 事業者は､有害な業務で､政令で定めるものに従事す る労働者に対 し､厚生労働省l
: 令で定めるところにより､歯科医師による健康診断を行なわなければならない｡

I

I4･5 〔略〕

※6-2 健康保険法 (大正11年法律第70号) 〔抄〕

(保険者)

第 4粂 健康保険 (日雇特例被保険者の保険を除く｡)の保険者は､全国健康保険協会及

び健康保険組合 とす る｡

第 6章 保健事業及び福祉事業

第150条 保険者は､〔略〕健康教育､健康相談､健康診査その他の被保険者及びその被

扶養者 (以下この条において ｢被保険者等｣とい う｡)の健康の保持増進のために必要

な事業を行 うように努めなければな らない｡

2- 6 〔略〕
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③ 第 2項中の ｢保険者｣とは､市町村国民健康保険､国民健康保険組合､全

国健康保険協会､健康保険組合､国家公務員共済組合､地方公務員共済組合､

私立学校振興 ･共済事業団等をい う｡

④ 第 1項の ｢事業者｣に該当し､かつ､第 2項の ｢保険者｣に該当する場合

もあるが､第 1項が ｢雇用する立場 として労働者 の歯 ･口座の健康づくりを

推進すること｣を第 2項が ｢保険者の立場 として被保険者の歯 ･口貞盛の健康

づ くりを推進すること｣を規定 したものであ り､それぞれの立場で ｢歯 ･口屋

の健康づ くりを推進す る｣ とい うことになる｡

⑤ ｢歯科検診 (健康診査又は健康診断において実施する歯科に関する検診を

含む｡)｣ とい う規定振 りは､関係法令の規定を根拠 として ｢歯科に関する検

診｣を実施するのみな らず､事業者等の任意による ｢歯科検診｣を実施する

ことをも意図 したもの となっている｡

⑥ ｢歯科保健指導｣とは､歯磨き指導 (ブラッシング指導)､プラークコン ト

ロール (プラーク (歯垢)を減少 させることをい う｡)指導､食生活指導､生

活習慣指導のことをい う｡

歯科治療がむ し歯の治療 といった対症療法的な行為であることに対 し､歯

科保健指導はむ し歯 とならないような ｢口避環境｣を確保するための予防に

資する行為である｡

.'l:二′
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(県民の役割)

くさ第 7条 県民は､歯 .口腔の健康づ くりに関す る知識 を持ち､更に理解を

深 めるよう努めるものとす る○

くつ･2 県民は､県及び市町が実施す る歯 .口腔の健康づ くりに関する施策を

特用す ること､かか りつけ歯科医の支援 を受 けること等により､ 自ら

【解説等】

① 本条は､県民の役割が定められたものである｡

② 県民自身が ｢歯 ･口蓮の健康づくり｣に関する知識 を深め､自ら ｢歯 ･口腔
くさ

の健康づくり｣に取 り組むことが､自らの ｢健康増進｣につながるものであI
ることを理解 してもらうよう規定 されたものである｡

③ ｢かか りつけ歯科医の支援｣とは､歯磨き (ブラッシング)､プラークコン

トロール (プラーク (歯垢)を減少 させることをい う｡)等に関する技術的な

助言 をはじめとし歯科医療の提供を受けることまでを幅広く指すものとして

規定 されている｡

④ なお､この条例の制定に当たっては､立案議員の所属する自由民主党長崎

県支部連合会か ら､県内各市町及び各市町教育委員会をはじめとし関係のあ

る約百団体に対 し条例案等が送付 され､条例制定に向けてのご理解及びご協

力が求められたものであるが､これに合わせて､平成21年12月 4日 (金)か

ら同年12月10日 (木)までの間､同支部連合会のホームページ (http://www.

jimin-nagasaki.jp/)においてパブ リックコメン トが実施 された｡

この結果については､同ホームページにて公開されているので､そちらを

御参照頗いたいO



()
(長崎県歯 ･口腔の健康づくり推進計画)くう

第 8条 県は､県民の生涯にわたる歯 ･口腔の健康づ くりに関する施策を()
総合的かつ計画的に推進するため､歯 ･口腔の健康づ くりに関する基本くう
的な計画 (以下 ｢長崎県歯 ･口腔の健康づ くり推進計画｣とい う｡)を

定めるもの とする｡ くI
2 県は､長崎県歯 ･口腔の健康づくり推進計画を定めようとするときは､(!
あ らかじめ歯 ･口腔の健康づ くりに関する学識経験者の意見を聴 くととくう
もに､県民､市町その他歯 ･口腔の健康づ くりに係 る活動を行 う関係者

の意見を反映 させるために必要な措置を講 じなければならない｡くI
3 長崎県歯 ･口腔の健康づ くり推進計画の策定に当たっては､健康増進

法 に基づ く健康増進計画､医療法 (昭和23年法律第205号)に基づ く医

療計画､介護保険法 (平成 9年法律第123号)に基づ く介護保険事業支くう
援計画その他の県が策定する歯 ･口腔の健康づ くりに関する計画 との調

和及び連携に努めるとともに､離島及び-き地における地域性及び特殊

性に配慮す るものとする｡く)
4 県は､長崎県歯 ･口腔の健康づ くり推進計画を定めたときは､速やか

に､これを県民に公表 しなければならない｡く) く～
5 長崎県歯 ･口腔の健康づ くり推進計画は､歯 ･口腔の健康づ くりに関

する施策の進捗状況等を踏まえ､必要に応 じて見直すものとする｡()
6 第 2項か ら第4項までの規定は､長崎県歯 ･口腔の健康づ くり推進計

画の変更について準用する｡

【解説等】
くう

(∋ 本条は､｢長崎県歯 ･口腔の健康づ くり推進計画｣の策定について定められ

たものである｡

② ｢Ⅱ 歯 ･口貞盛の健康づ くりに関す る施策の現状等｣中の記載にあるよう

に､本県では ｢歯なまるスマイル21プラン｣(平成13年度～平成24年度)(※

8-1)が作成 されてお り､同プランの期限終了後は､この条例を根拠 とする｢長

崎県歯 ･口座の健康づ くり推進計画｣を策定 し､当該計画に基づき施策を展

開してい くことになる｡

I

:※8-1 歯なまるスマイル21プラン (計画の中間補強版)

: - 長崎県歯科保健10年計画 (後期計画H18-H24) -

1

; <同書 5頁>

I

1 2･長崎県の歯科保健の現状及び 目標

: 全国の歯科保健では ｢8020運動｣の 目指す ｢80歳で20本以上の自分の歯を保l
: つ こと｣目標 としています｡本県においても､｢8020｣の実現に向け､長崎県地
l

: 域 における歯科保健の 目標 を設定 し､歯科疾患の城少及びその目標の実現に向

: けての体制整備について10カ年計画を策定 しま した｡I
: 今回 (平成17年度)では､｢歯なまるスマイル21プラン｣の目標等の変更は行
l
: いませんが､長崎県歯科疾患実態調査を行って計画の中間における現状を把握

; し､2012年 (平成24年度)までの歯科保健の 目標を達成す るための指標 として
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:I

: 現状 を位置づけます｡
: (1)長崎県の歯科疾患の現状
l
; 歯科疾患は､主に う蝕 と歯周疾患の 2大疾患があ り､生涯にわたって健康

: で豊かな生活を営むためにも､歯の喪失を防止す る必要があ ります｡

: ① う蝕 (む し歯)l
; 長崎県の う蝕の状況 は､平成11年度では全国でワース ト4位 (平成11

; 年度 :3歳児 う蝕有病者率)で したが､ 1歳 6か月児歯科健診以降の各種

: 啓発活動やフッ化物を応用 した具体的な予防方法の提示な どによ り年々
J
: 状況は良くなってきています｡

: しか し､1歳 6か月児歯科健診以前では､対応が不十分であ り健診時にl

: は5.76% (全国3.41%)でワース ト2位の う蝕有病者率であ り､1人あた)
; りの う歯数は0･17本 (全国0.11本) と1歳 6か月児歯科健診以前である｡

: また､3歳児歯科健診では57･04% (全国40･49%)のう蝕有病者率で､1

: 人あた りの う歯数は､2.94本 (全国1.83本)である｡全国水準 と比鼓 して
l
: も乳幼児期か らう蝕が多い状況である｡全国の中でもワース ト9位 (平成

: 15年度‥3歳児 う蝕有病者率) とまだまだ悪い状況であり､具体的な う蝕

; 予防対策を全県的に行われ る必要があ ります｡
l
: 12歳のう蝕の状況をみると､67.1% (H16)の者がう蝕に躍ってお り､

: 前回84･5% (Hll) より城少 している｡ しか し､ 9歳 (81･6%)をピークに
: 減少をしているところをみると永久歯に対 しての う蝕が減少 しているの
l
: で､う蝕が多 くなる幼児期での対策が永久歯での う蝕械少に結びついてい

: ることが うかがえます｡したがって､乳幼児期か ら一貫 した う蝕予防対策

: が必要です｡
I
: ② 歯周疾患 (歯周病)

; 長崎県の歯周疾患の状況は､平成17年度の長崎県歯科疾患実態調査に40

: 歳代 (40-49歳)のCPIO:2.6%､CPIl:13.0%､CPI2:36.4%､CPI3:37.7%､
l
: CPI4:10.4%です｡

: また､歯周疾患類別では､40歳代の48･1%が歯周炎 (cpI3-CPI4)に羅

: 息 しています｡同年齢で歯肉炎 も含 めると97.4% (CPIl～CPI4)に症状が
l
: 認 められています｡

: 歯周疾患は､加齢的に歯周疾患は増悪 し､それ とともに喪失歯数 も増加

: す るため､重症化を抑制する必要があ ります｡l
: なお､歯周疾患については､検診 を行 う体制が全ての地域で行われてい

; ない現状がある｡つま り､経年的な現状把握ができないことが課題であり､

: 検診データの収集できるシステムを構築す る必要があります｡l

③ 第 2項 中 の ｢学識 経 験 者 ｣●とは ､歯 科 医 師会 ､長 崎 大 学歯 学 部 ､ 医 師会 ､

薬 剤 師 会 ､ 歯 科 衛 生 士 会 ､看 護 協 会 ､栄養 士 会 ､社 会 福 祉 協議 会 ､長 崎 労働

局 等 をい う｡

④ 第 2項 中 の ｢そ の他 歯 ･口座 の健 康 づ く りに係 る活 動 を行 う関係 者 ｣と.は､

NPO法 人 等 の ｢歯 ･口蓮 の健 康 づ く りに係 る活 動 を行 う者 ｣ を い う｡

⑤ ｢そ の他 の ｣ と ｢そ の他 ｣ との用 語 の違 い で あ るが ､ ｢そ の他 の｣ はそれ

に よっ て結 び つ け られ る用 語 が 全 体 と部 分 の 関係 に あ る場合 に用 い られ ､｢そ

の他 ｣は結 び つ け られ る用 語 が別 個 独 立 の もの で あ って いわ ば これ を ｢並 列 ｣

的 に結 び つ け られ る場 合 に用 い られ る｡

(最 新 法 令 用 語 の基礎 知 識 三 訂 版 29頁 ･30貢 株 式 会 社 ぎ ょ うせ い発 行 )
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⑥ 第 3項 において､ ｢健康増進法に基づ く健康増進計画､医療法に基づ く医

療計画､介護保険法に基づ く介護保険事業支援計画等 との調和及び連携｣ に

ついて規定 されているのは､現行 の他の計画 との相乗的な効果が得 られ るこ

とを念頭 に､入念的に規定 されているものである｡

⑦ 第 3項 中の ｢離島及び-き地｣について､一般的に ｢- き地｣に ｢離島｣

が含 まれ ると解釈 され ることもある (※8-2)が､第 3条 【解説等】車の記載

にあ るよ うに､ ｢本県の特性｣ として ｢他県に比 し多 くの離島を抱 えてい る

こと｣が挙 げ られ るこ とか ら､その ｢離島｣ を強調す るため､この条例では

｢離 島及び-き地｣ と規定 されているところである｡
l

:※8-2 -き地教育振興法 (昭和29年法律第143号) 〔抄〕

; (定義)

:第2条 この法律において ｢-き地学校｣とは､交通条件及び自然的､経済的､文化的I
: 諸条件に恵まれない山間地､離島その他の地域に所在する公立の小学校及び中学校並

: びに中等教育学校の前期課程並びに学校給食法 (昭和29年法律第160号)第6条に規定
: する施設 (以下 ｢共同調理場｣という｡)をいう｡II
L-_._.___.__.______-一･一･一一･･一一●.･____一･一･一･r4--･一･･一_l_-一･------+-_.d_･一･一一一一-･･'･一一■･一･--一･一一'---I--･●一一-1---｡-.･

⑧ 新潟県 (※8-3)及び北海道の条例においては､計画に定める事項の規定が

あることか ら､この条例 においても同様 の内容 を規定化す ることが検討 され

た｡ しか し､実際に施策 を実施 してい く理事者 (執行部)側が主体的に計画

を策定 してい く方が よい との立案議員 の判断か ら､ この条例においては､あ

えて規定化 されなかった ものであるo

:※8-3 新潟県歯科保健推進条例 (平成20年新潟県条例第32号) 〔抄〕
l

: (県歯科保健計画) く,

;第8条 知事は､生涯にわたる県民の歯 ･口腔の健康づくりに儲する施策を総合的かつく)
: 計画的に推進するため､歯 ･口腔の健康づくりに関する基本的な計画 (以下 ｢県歯科

I

: 保健計画｣という｡)を定めるものとする｡

:2 県歯科保健計画は､次に掲げる事項について定めるものとする｡
l くI
: (1)歯 ･口腔の健康づくりに関する基本方針
l くう
: (2)歯 ･口腔の健康づくりに関する目標

≡ (3)前号の目標の達成に向け県が実施する施策の展開方針
: (4)計画の位置付け及び期間

I

; (5)計画の進行管理及び評価方法

:3- 7 〔略〕

l

⑨ 計画の策定主体について､上記の新潟県条例の規定では ｢知事｣ とされて

い るが､この条例では ｢県｣としているのは､健康増進計画 (※8-4)等は ｢都

道府 県｣が定めると規定 されていることとの整合性 を考慮 したものである｡

また､第10条等において ｢知事｣及び ｢県教育委員会｣と規定してい るが､

この計画 の策定主体を ｢知事｣ として規定 した場合､ ｢県教育委員会｣分野

の内容まで計画 として策定す ることになるのか とい う疑念が生 じることか ら､

｢県｣を策定主体 とし､県全体の計画が策定 され ることになることを表 した

もの となってい る｡
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;※8-4健康増進法(平成14年法律第103号)〔抄〕I
:(都道府県健康増進計画等)
I
:第8条都道府県は､
基本方針を勘案して
､
当該都道府県の住民の健康の増進の推進に

i関する施策についての基本的な計画(以下r都道府県健康増進計画｣というO
)を定め

;るものとする
｡J
i2市町村は
､
基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して
､
当該市町村の住民の健

;康の増進の推進に関する施策についての計画(以下｢市町村健康増進計画｣という｡
)

:を定めるよう努めるものとする
Ol
;3･4〔略〕

l

⑳第5項中｢必要に応じて見直す｣と規定され､
年限(5年ごとに見直す等)

が設けられていない趣旨と一しては
､
理事者(執行部)側から｢国の施策の変

更があれば直ちに見直すことになるものであり∴年限を規定すると逆に縛り

がかかってしまうことにもなる｣との申し出があったことを受け､
立案議員

の判断により｢必要に応じて｣との規定となったものである｡
⑫なお
､
この計画が長崎県行政に係る基本的な計画について議会の議決事件

と定める条例(※8-5)の規定に基づく県議会の議決を要する計画に該当する

かについて､
当該条例の制定時に既存計画に対する議決の必要性の有無の検

討が行われた際
､
歯なまるスマイル21プラン(平成12年度作成)は議釈対象

外として整理されていることから
､
｢長崎県歯･口
腔
の健康づくり推進計画｣

についても当該条例に基づく議決対象とはならないものということになる｡

1

:※8-5長崎県行政に係る基本的な計画について慈会の議決事件と定める条例.

1

:(平成15年長崎県条例第59号)〔抄〕

:(議決すべき計画)

:第2粂知事その他の執行機関は､
次に掲げる計画(計画期間が2年未満のものを除く
o
)

l

:を策定し
､
変更し
､
又は廃止するに当たっては､
あらかじめ議会の議決を経なければ

:ならない
｡
:(1)県行政全般に係る政策及び施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計

l

i画
:(2)前号に掲げるもののほか
､
県行政の各分野において基本的な方向を定める計画
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くI
(市 町歯 ･口腔 の健 康づ く り推進 計画) くう

第 9条 市 町 は､当該市 町 の実情 に応 じた歯 ･口腔 の健 康 づ く りに関す るくう
施 策 を よ り継 続 的かつ効果 的 に推進す るた め､長 崎県歯 ･口腔 の健康 づく)
く り推 進 計画 の内容 を踏 ま え､ 当該 区域 にお ける歯 ･口腔 の健 康づ く りくう
に関す る基本 的な計画 (以 下 ｢市 町歯 ･口腔 の健 康 づ く り推進 計画｣ と

い う｡ ) を定 めるよ う努 め るもの とす る｡()
2 県 は､市 町が市 町歯 ･口腔 の健康づ く り推 進 計画 を定 めよ うとす る場

合 には､ 当該 市町 の求 めに応 じ､適切 な情報 の提供及 び専 門的又 は技術

的 な助 言 を行 うもの とす る｡
くう

3 県 は､前項 に定 めるもののほか､市 町歯 ･口腔 の健 康 づ く り推進計画
()

の策 定状況等 市町 にお け る歯 ･口腔 の健康 づ く りに関す る施策 の実施 状

況 を勘案 した上で､市町 に対 して必 要 な支援 を行 うよ う努 めるもの とす

る｡

【解説等】

① 本条は､｢市町歯 ･口蓮の健康づくり推進計画｣に関する規定である｡

② 第 4条 【解説等】中の記載にあるように､県の条例において市町の組織及

び運営に関する事項を定めることはできない｡
く)

しか し､前条に規定する ｢長崎県歯 ･口腔の健康づ くり推進計画｣は､本

県全体の取組を総合的に計画として策定するものであり､各市町.(地域)の

実情に応 じ県の計画では内容が不足する部分 も予想 されることか ら､それを

補完 し､施策を推進する上で､市町においても計画を作成 してほしいとの思

いが込められ､規定化 されたものである｡

③ 規定振 りとしては､第 4条 (市町の役割)と同様に､｢努めるもの｣とされ､

努力義務規定とされている｡

④ 第 2項及び第 3項においては､市町が計画を策定する上における県の支援

の在 り方を規定 しているものである｡

⑤ 第 2項では｢適切な情報の提供及び専門的又は技術的な助言を行 う｣とし､

実務的な事項が規定されている｡ここで ｢当該市町の求めに応 じ｣と規定さ

れているのは､県からの一方的な押 し付けで作成するものではないとの趣旨

が込められている｡
()

⑥ 第 2項が ｢市町歯 ･口腔の健康づくり推進計画の策定｣に当たっての ｢情

報の提供及び専門的又は技術的な助言｣であるのに対 し､第 3項は計画の策

定に限定するものではなく ｢市町における歯 ･口蓮の健康づくりに関する施

策の実施状況｣を勘案 した上での助言等 (-技術的な支援)を指すものであ

る｡
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(基本的施策 の実施) くう
第10条 知事又は県教育委員会は､県民の歯 ･口腔の健康づ くりを推進す

るための基本的施策 として､次に掲げる事項を実施す るものとす る0く)
(1)県民の歯 ･口腔の健康づ くりの推進に資す る情報の収集及び提供並

びに教育関係者等 との連携体制の構築に関す ること｡

(2)市 町長又 は市町教育委員会が行 う効果的なむ し歯予防対策及び母

子歯科保健事業､学校歯科保健事業等を通 じた県民の生涯にわたる効くう
果的な歯 ･口腔の健康づ くりに関す る施策の促進 に関す ること｡くI

(3)第 8条第 2項の関係者が行 う歯 ･口腔の健康づ くりに関す る取組の

促進 に関す ること｡ く5
(4)障害者､要介護者等に対す る適切な口腔ケア等に係 る施策の推進 に

の健康づ くりに携わる者の資質の向上に関す ること｡

の健康づ くりの効果的な実施 に資す る調査研究の推進に関

す ること｡ ()
(7)前各号に掲げるもののほか､歯 ･口腔の健康づ くりを推進す るため

に必要な施策の推進 に関す ること｡

2 県は､前項各号に掲げる基本的施策を実施す るため､市町､事業者､<i
保 険者 ､学校等が行 う歯 ･口腔の健康づ くりに関す る活動に対 し､その

設置す る保健所による広域的又 は専門的な見地か らの情報の提供 ､助言

等 を行 うもの とす る｡

【解説等】

① 本条は､基本的施策の実施について規定されたものである｡

② 本条では､｢県｣ではなく ｢知事又は教育委員会｣と規定しているのは､学

校等における役割の重要性を強調するためこのような規定振りとなっている｡

③ 本条においても､市町に対し､施策の実施を強要しているということでは

なく､市町が取り組まれる施策を県として促進していくという立場にて規定

されているものである｡

④ 第1項第 1号では､情報収集及び情報提供の必要性を規定するとともに､

学校関係者等との連携体制の構築について規定されているものである｡

⑤ 第1項第2号の規定振りで論議があったのが､次条 (第11条)中の ｢フッ

化物｣に関する規定である｡県歯科医師会からは ｢フッ化物洗口等のフッ化

物を用いた取組の有効性｣を示すために､この号において ｢フッ化物洗口等｣

に関する規定が設けられないかとの要望があった｡

しかし､｢市町長又は市町教育委員会が行 う効果的なむし歯予防対策｣の中

に ｢フッ化物洗口等｣に関する規定を盛り込むと ｢市町｣に対し ｢フッ化物

洗口等｣を実施することを強要しているかのようにも受け取られかねないこ

とから､本条は基本的施策についての条項であるため､次条において ｢フッ

化物洗口等の有用性｣を規定することとし､ここでは ｢フッ化物洗口｣につ
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いての特段の規定化は行わないとの立案議員の判断があったものである｡

⑥ 第 1項第 2号中の ｢母子歯科保健事業､学校歯科保健事業等｣の ｢等｣ と

は､成人歯科保健事業､産業歯科保健事業､高齢者歯科保健事業､障害者歯

科保健事業等をい う｡
くう

⑦ 第 1項第 4号に ｢口腔ケア｣が規定された趣 旨としては､障害者､要介護

者等に対 しては､ ｢口避ヶァ｣が効果的であることを強調するために､規定

化 されたものである｡

(参 第 1項第 4号中の ｢障害者､要介護者等｣の ｢等｣は､ここでい う ｢障害

者｣が身体障害者手帳等の交付を受けた者のみ と誤解 されることを避けるた

め､同手帳等の交付を受けていなくても ｢障害がある者｣を広く指すも.のと

して､ ｢等｣が用い られている｡

⑨ 第 1項第4号中の ｢口避ヶァ等｣の ｢等｣は､｢歯科検診等｣が挙げられる｡
くう

⑩ 第 1項第 5号は､｢歯 ･口腔の健康づ くりに携わる者｣の資質向上が必要で

あることを規定 したものであり､具体的には ｢歯科衛生士｣研修等が考えら

れ る｡
くI

この規定に関し､｢歯 ･口腔の健康づ くりに携わる者｣の ｢確保｣が必要で

あることか ら､その旨の規定化が検討 された｡理事者 (執行部)側からは､

｢県 として自ら 『医療従事者を確保する』 とい うものではなく､それぞれの

歯科診療所等において歯科衛生士を確保 してい く性質のものである｣旨の意

見が出された｡ しか し､立案議員 としては､本県内において歯科衛生士等の

偏在が生 じていること､全国的に医師不足が深刻化 していること等は事実で

あることから､この条例において県として ｢人材の確保｣のために何 らかの

施策 を講ず る必要があることを規定化する必要があるとの認識があった｡

そこで､理事者 (執行部)側に直接的に縛 りがかか らないようにするため､

本号では ｢人材確保｣についての規定化は見送 ることとするものの､第 7号

の ｢必要な施策｣の実施においては ｢人材確保｣に資す るような施策が必要

に応 じ行われてい くものであるとして整理するとの立案議員の判断があった

ものである｡

⑫ 第 2項において､｢その設置する保健所による広域的又は専門的な見地から

の情報の提供､助言等を行 う｣ と規定 しているのは､県は自ら設置 した保健

所 を活用することができるのに対 し､長崎市等が独 自で設置 した保健所につ

いて ｢情報の提供､助言等｣行わせることはできないことから､このような

規定振 りとなっている｡

第 4条 (市町の役割)等の 【解説等】中に記載があるように､長崎市等に

おかれては､上記の趣 旨を踏まえ､適宜､学校等に対 し ｢情報の提供､助言

等｣を行っていただ くことが望まれるO

⑫ なお､第 2項については､地域保健法 (※10-1)において保健所は歯科保

健 に関する事項に関す る事業等を行 うもの と規定されていることか ら､入念

的に規定 されたもの とい うことになる｡
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米lo-1 地域保健法 (昭和22年法律第101号) 〔抄〕

第 6粂 保健所は､次に掲げる事項につき､企画､調整､指導及びこれ らに必要な事業

を行 う｡

- ～八 〔略〕

九 歯科保健に関する事項

十～十四 〔略〕

第 7条 保健所は､前条に定めるもののほか､地域住民の健康の保持及び増進を図るた

め必要があるときは､次に掲げる事業を行 うことができる｡

一 所管区域に係 る地域保健に関する情報を収集 し､整理 し､及び活用す ること｡

二 所管区域に係る地域保健に関する調査及び研究を行 うこと｡

三 歯科疾患その他厚生労働大臣の指定す る疾病の治療を行 うこと｡

四 試験及び検査を行い､並びに医師､歯科医師､薬剤師その他の者に試験及び検査

に関す る施設を利用 させ ること｡

第 8条 都道府県の設置する保健所は､前 2条に定めるもののほか､所管区域内の市町

村の地域保健対策の実施に関 し､市町村相互間の連絡調整を行い､及び市町村の求め

に応 じ､技術的助言､市町村職員の研修その他必要な援助を行 うことができる｡
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くう(効果的な歯･口腔の健康づくり対策の促進等

第11条県は
､
幼児
､
児童及び生徒に係る歯･口 .〇九エ)く月の健康づくりの推進を

図るため､学校等におけるフッ化物洗 口の普及その他の効果的な歯 ･口くう
腔の健康づ くり対策の促進に必要な措置を講ずるものとする｡

2 知事又は県教育委員会は､保育所､幼稚園､小学校､中学校等においくう
てフッ化物洗 口等のフッ化物を用いた歯 ･口腔の健康づくりに関する取

組が実施 される場合は､各実施主体に対 し､学校保健安全法 (昭和33年

法律第56号)第 5条に規定する学校保健計画又はそれに準じた計画に位

置付 け実施す ること等その的確な実施 のための必要な助言を行 うもの

とする｡

【解説等】
()

(∋ 本条は､｢効果的な歯 .口腔の健康づ くり対策の促進等｣に関する規定であ

り､前条 (基本的施策の実施)第 1項第 2号に規定する ｢効果的な歯 ･口蓮の

健康づ くり｣に関連 し､｢フッ化物洗 口｣の有用性を強調するため､規定化 さ

れたものである｡

(卦 ｢フッ化物洗 口｣ とは､低濃度のフッ化物溶液を歯の表面に長期間繰 り返

し作用 させ､継続的に歯質を強化す ることにより､下記の う蝕 (｢む し歯｣の

学術的用語)予防効果が得 られるものである｡

(i)歯質の強化 (丈夫な歯を作る)

(五)萌出後のエナメル質の成熟の促進

(in)初期 う蝕の再石灰化 とう蝕の進行抑制

(iv)抗菌作用 ･抗酵素作用

③ ｢フッ化物洗 口｣●の種類等 について､社団法人鳥取県西部歯科医師会等が

とりま とめた ｢フッ化物洗 口実施マニュアル｣(※11-1)では､次のような内

容が記載 されている｡

1-I---L--L----I-1-----11111------I--11-1--L--1-----I-------I----------------1
;※11-1 フッ化物洗 口実施マニュアル

: (http://wwwIPref･tottori･1g･jp/secure/225202/manual･pdf)
: ○ フッ化物洗 口の種類 (週 1回法 ･週 5回法)と薬剤の種類l
: (洗 口法)週 1回法及び週 5回法があ り､洗 口液 フッ化物幾度が違 う｡

: (薬 剤)ミラノ-ル及びオラブ リスの 2種類があり､いずれもフッ化ナ トリウムl
: を主成分 とする顛粒剤で､分包 され､指定の溶解 ビンとともにセ ッ トで
l
: 販売 されている｡

: (洗 口の方法及び洗 口液の作成方牡)I
: 【週 1回法】 フッ化物濃度 900ppm ミラノ-ル1.0gを水 56ccに溶解
I
: ミラノ-ル1･8gを水100ccに溶解

: ォラブ リス1.5gを水 83ccに溶解l
; L週 5回法】 フッ化物濃度 250ppTD ミラノ-ル1.0gを水200ccに溶解l
: ミラノ-ル1･8gを水360ccに溶解

: オラブ リス1.5gを水300ccに蒋解
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④ 一般的に ｢フッ素｣とい う用語が普及 しているが､｢フッ素｣と ｢フッ化物｣

との用語の違いについて､国際純正 ･応用化学連盟 (IUPAC)の勧告によると

｢フ ッ素｣は元素名 で あ り､水や食 品 中の無機 の フ ッ素 は ｢フ ッ化物

(fluoride)｣とされ､水に溶けたときにマイナスイオンとなる無機の物質を

｢～化物｣ とい うことになる｡

なお､｢フッ素化合物｣はフッ素の無機 も有機 もすべてのフッ素の化合物を

表す ものであ り､｢フッ化物｣とは同じ用語ではない とされている｡

以上を踏まえ､この条例では ｢フッ化物｣ とい う用語が用い られている｡

(参照 :フッ化物 一歯 とお 口のことなら何でもわかる テーマパーク8020

http://www.jda.or.jp/park/prevent/indexO5,html)

⑤ ｢フッ化物洗 口｣の意義については､新潟県弥彦村におけるフッ化物洗口

の経過 (※1112)に示 されているように､む し歯予防等に高い効果があるこ

とが数値的にも証明されている｡

r-L-+-----lL-----1----lL-------1--1---------1----1------1-1-----1-------1---I
1
:※11-2 フッ化物 -歯 とお 口のことな ら何でもわかる テーマパーク8020

: (http://www･jda･or.jp/park/prevent/indexO5_11･html)

: b.就学前児童か らのフッ化物洗 口の意義
I
r 昏379的 藍群馬仏塔昏⊂上る史久触 し長面色

ロ1970日1978曲1957

Et
均

朱
久
重
召̀
し
富

岳
JLyi

4

3

2

1 2 3 4 5 6 全芋年
吐 芹もLZ=当 モ皇弧 1印 ILit

図 3は､1970年に開始 され17年間続けられた､新潟県弥彦村におけるフッ化物洗 口

の経過を示 したものです｡はじめ小学校から､次いで保育園から開始 されたフッ化物

洗 口のむ し歯の予防効果 を学年別および全学年生徒の永久歯の平均む し歯歯数 (D旭FT

指数)で示 してあ ります｡全学年平均のむ し歯歯数で見ると､この数値は予防対策実

施前の1970年の2.27か ら8年後に1.39､さらに17年後 には0.48-と急激な減少を示 し

ています｡

8年後の数値は小学校 1年生から洗 口をした ときのむ し歯予防率で あり､そのと

きの予防率は38.8%で したが､17年後の数値78.9%は 4歳児から洗 口をしたときのむ

し歯予防率を示 しています｡4歳児か らの実施 と小学校 1年生からの実施 を比戟する

とその実施期間の差は 2年間に過 ぎないのですが､4歳児か らの実施で格段の好成績

が得 られています｡最 もむ し歯にな りやすい第一大臼歯が就学前か ら萌出し､小学校

入学時には すでにむ し歯になることが少なくないのですが､これを予防することが

就学前児童か らフッ化物洗 口が必要である理由なのです｡
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(む 国においては､健康 日本21における歯科保健 目標を達成するために有効な

手段 として､フッ化物の応用は重要であり､8020運動の推進や国民に対する

歯科保健情報の提供の観点か ら､従来のフッ化物歯面塗布法に加え､より効

果的なフッ化物洗 口法の普及を図るため､平成15年 1月に ｢フッ化物洗 口ガ

イ ドライ ン｣(別添4)が定められた｡

これを受け､県としては､県歯科医師会､社団法人長崎県薬剤師会並びに

長崎大学歯学部及び薬学部 とともに｢長崎県フッ化物洗 口普及検討調整会議｣

を開催 し､同年 3月に ｢長崎県フッ化物洗 口剤普及指針｣(※11-3)をとりま

とめ､国の ｢フッ化物洗 口ガイ ドライン｣に沿った ｢フッ化物洗口｣の普及

に取 り組んでいるところである｡

r1-------llL-----1-1-1-----------11--1----111------1-------111-------11---'-
1

: ※ 1卜3 長崎県フッ化物洗 口剤普及指針

: (歯科診療所 と薬局 との連携及び地域での連携について)

: (http://www.pref.nagasaki.jp/kenko21/dental/houkoku/f-sisin.pdf)l
; はじめに 〔略〕

ま フッ化物応用は､ う蝕予防の有効性 と安全性に関して､すでに国内外の多 く

: 研究により示 されてお り･､ う蝕予防を具体的に実施す る うえで､重要な役割 をl
: 果たしています｡

: しかしなが ら､本県では､市町村や歯科医師会等の関係機関と協力 し普及啓

: 発 を実施 していますが､県民の う蝕予防-の認識が不十分なことや歯科保健 とl
: いった歯科分野だけで普及を行っていて､実酸の需要につながる体制には空っ

; ていない現状もあ り､一般県民-のニーズにつながる対応が不十分であるとい

: えます｡I
; フッ化物応用の中でも特に､フッ化物洗 口法については､学校等の集団か ら

: 家庭等の個人まで簡単に利用できるう蝕予防法です｡

: 平成14年度には､国か ら ｢フッ化物洗 口ガイ ドライン｣が通知され､フッ化I
: 物洗 口法の推進 も改めて期待 したい ところです｡
I

⑦ なお､県の ｢歯なまるスマイル21プラン｣(※11-4)においては､8020の実

現に向け､幼児期における う蝕 (む し歯) リスク低減 目標 として ｢3歳まで

にフッ化物歯面塗布を受けたことのある者の割合を60%以上にする｣､学齢期

の歯科疾患 リスク低減 目標 として ｢学齢期におけるフッ化物入 り歯磨剤の使

用者の割合を90%以上にす る｣等のフッ化物を用いた項 目が記載 され るとと

もに､ライフステージ対策 として ｢学齢期におけるフッ化物洗口を実施 して

いる者の割合を50%以上にする｣等の項 目が記載 され､幼児期及び学齢期に

おけるそれぞれの目標値を掲げた上で､フッ化物洗 口等のフッ化物を用いた

取組が実践されているところである｡
11

:※11-4 歯なまるスマイル21プラン (計画の中間補強版)

I

: - 長崎県歯科保健10年計画 (後期計画H18-H24) -

I

: <同書 6貢 ･7頁>

I

: 2.長崎県の歯科保健の現状及び 目標

1

` (2)長崎県の歯科疾患の 目標
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2012年 (平成24年度)までの 目標値設定及び評価

‖…
:;i:

目 標 内 容 評 価 内 容 基 準 中 間 評 価

<歯の喪失防止の 目標 > ① BO歳 以 上 の 1 (99,】本 (平成日 (D8.3本 (N=31名)(辛

l目標】 人 あ た りの 平 年 長 崎 凡 歯 科 成 17年 長 崎 県 歯 科

1.80歳以上 で 自分 の歯 を20本以上 均現在歯数 疾患実地何重) 疾息莫低価査)

保つ人 を現状 よ り2倍 にす る. …宅 ② 80歳 以 上 で 20 ②15.25% (平成 ②19.4%(N=31名)(辛

歯科保健 の意味 を向上 させ るた め 本 以 上 自分 の 11年 長 崎 県 歯 庇 17年 長 崎 県 歯 科

の 目標投定 歯 を 有 ナ 者 の割合 科 疾 患 実 地同査) 王莞息美佐同査 )

【リスク低妊 目標】 ①現状 ①7.6% (平成日 (N三729名)

1.1年 間に定期 管理や 予 防処t を 年 度 県 民 墳 康 ①41_6% 【達成 7(辛

行 った 人 の割 合 を30%以 上 にすら. 音符tV査) 成 17年長 崎 県 歯 科疾息実他tq査)

<幼児瀬 にお ける う色予 防の 目標 > ① 3歳 児 の う蝕 ①43.0% (平成ユ0 (N三12.344名)

tE]81 の な い 者 の 劉 年 度 3歳 児 lB (D57ー6% (平成16年度

1. 3歳児 にお け る う蝕 のない着 の Aー=l 科健告) 3歳児歯科健診)

割合をBO%以上 にす る. ② 3歳 児 の 1人 ②2.9本 (平成lO ②1.83本 (平成 16年度

2. 3歳児 にお け る 1人 平均 う世数 平均 う歯放 年 度 3歳 児 歯 3歳児歯科良珍)

を1本以下 にす る. 科健診)

[リスク低減 目標】 (Dフ ッ化 物 歯 面 ¢)不明 (hTこ44名)

1.3茸 まで にフ ッ化物歯 面塗布 を 塗布 の現状 ②不明 Q)65.叩 【達成 】(平成

受 けた こ とのあ る者 の割 合 を60% ② ブ ラ ッ シ ン グ 17年 長 崎 県 歯 科 疾

以上にす る. の環状 (歯磨剤 愚案低同室)

2,家屋 にお いて フ ッ化 物 を応 用 し 辛) ②50.6% (平成 17年長

たブラ ッシ ングを行 う肴 の割合 を 崎 県債 科 宗 息 実 態

90%以上 にす る, (未就 学児) 調査)

<学齢期 の歯 科疾 患予防 の 白襟 > ① 12歳 に お け る ①3.5本 (平成日 ①2.2本 (N=15.566名)

【日額】 1人 平 均 う歯 牢 長 崎 県 学校 (平 成 17年 長 崎 県

1.■12歳 にお ける 1人平均 う歯故 を & 保蜂統計甘査) 学校保健統一十閉塞)

2本以下にす る. ② 15歳 一子お け る ②不明 ②16.7% (N=6名)(辛

2.】5歳 にお ける歯 肉に異 常 がない 歯 肉 に 異 常 が 成 】7年 長 崎 県 歯 科

者を50%以上 にす る. ない者 の盲g合 疾息実態同室 )

【リス ク低狭 目標 】 ① 学 齢 期 の フ ツ 伝)不明 (D61.0%(N=98名)(辛

1.学齢期 にお けるフ ッ化物 入 り歯 化 物 配 合 歯 磨 成 17年 長 崎 県 歯 科

J5奔】の使用者 の割合 を90%以上 にす る. 剤 の使 用状況 兵息実態何重)

<成人期 の歯科疾患予防 の 目標 > (D40歳 代 で 歯 周 Q)68.3% (平成11 (D97.4%(N=77名目 平

(El研】 疾患のある者 牢 長 崎 県 歯 科 成 17年 度 館 蝿 歯 科

1.40歳代で歯周疾患の ある者 (CPⅠ】 ② 50歳 代 で 1人 疾息真性tI査) 疾患実態何重)

～CPⅠ4) を40%以下 にす る. 平均喪失歯 ②4.9本 (平成1】 ②4.4本 (NEllユ名)(平

2.50歳 代で 1人平均架 失歯 数 を 3 年 長 崎 県 歯 科 成 17年 長 崎 県 歯 科

本以下にす る. 疾息実他Tq圭) 疾息実旭調査 )

【リス ク低接 目標】 (D歯 間 郎 精 練 器 G)不明 (N=729名)

1.歯間部清掃者 具 の使 用者 の割合 具 の 使 用 者 の ②不明 ①31.4% t善成 】(辛

を30%以上 にす る. 割合 成 】7年 長 崎 県歯 科

2.潜みが き指導 を受 けた こ とのあ ② 歯 み が さ指 導 疾患実地¶査)

くう
⑧ 歯 ･口腔の健康づ くりには､フッ化物洗 口等の取組が有効であることが､

条例先進地でもある新潟県の調査等により明らかとなっているが､薬剤を用

いるとい う性質上､その実施について否定的な見解があるのも事実である｡

そのため､フッ化物洗 口等の有用性を考慮 しつつも､薬剤 とい う性質上､

小学校等に対 し実施を強要す るものではなく､小学校等が主体的に取 り組む

場合 には､その的確な実施のために必要な助言を､県として行 うことを明示

した規定振 りとなっている｡

⑨ 具体的には､学校保健安全法 (※11-5)第 5条の規定により､学校 (学校

教育法 (※11-6)参照｡)は､学校保健計画を策定することが義務付けられ

27



一.事1一41.tT‡-1..一.‥.‥勺11.一jヨ11111-11｣｢JJ,r･TW･.･TFIT.I..T.."-∃1..】1.Ij｣･ー一TM出ヨ勺1-一-.j...I.ll-ll.

tIllL一一t

ており
､
フッ化物洗口等のフッ化物を用いた歯･口
崖の健康づくりに関する

取組のうち
､
薬剤を使用する｢フッ化物洗口｣については､
同計画に位置付

け実施する等の助言を
､
知事又は県教育委員会は行うことになる
｡

:※1卜5学校保健安全法(昭和33年法律第56号)〔抄〕
l

:(定義)

l

:第2粂この法律において｢学校｣とは
､
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に
:規定する学校をいう
｡I
:2〔略〕
∫
:(学校保健計画の策定等)

:第5条学校においては
､
児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため
､
児

I

:童生徒等及び職員の健康診断
､
環境衛生検査
､
児童生徒等に対する指導その他保健に
I

:関する事項について計画を策定し､
これを実施しなければならない
｡

I

:※11-6学校教育法(昭和22年法律第26号)〔抄〕

I

;第1条この法律で､
学校とは
､
幼稚園
､
小学校
､
中学校
､
高等学校
､
中等教育学校
､

I

;特別支援学校
､
大学及び高等専門学校とする
｡

I

⑬この｢フッ化物洗口｣は､
学校において実施される保健管理の一環ではな

く
､
医療行為であるとの意見もある
｡

しかし
､
政府としては
､
昭和59年12月21日付け提出｢フッ化物の安全性に

関する質問主意書｣に対する昭和60年3月1日付け答弁書において｢学校に

おけるフッ化物水溶涯による洗口は､
学校保健法第2条に規定する学校保健

安全計画に位置付けられ
､
学校における保健管理の一環として実施されてい

るものである｣とし､
法的根拠を明確に示している(※11-7)0

さらに
､
平成21年2月23日付け提出｢教育現場におけるアレルギー疾患-

の対応に関する質問主意書｣に対する平成21年3月3日付け答弁書において

｢フッ化物による洗口については､
高いう蝕予防効果があり
､
安全性が確保

されているものと考えている｣とフッイヒ物洗口について肯定的な見解を示し

ている(※1卜8)
｡

I
:※11-7第102回国会

l

:○質問主意書(昭和59年12月21日:衆議院議員松沢俊昭)

:｢フッ素の安全性に関する質問主意書｣

l

:-～六〔略〕

:七フッ化物による洗口及び新潟県における実施について

l

:1-2【略〕
;3新潟県教育委員会教育長は
､
｢この事業(フッ素洗口事業)を実施する

:場合
､
学校において保健管理の一環として位置づけ､
学校長
､
学校歯科医
､

I

;学校薬剤師､
保護者等と十分協議連絡し理解を得た上で実施すること｡｣

:と
､
市町村教育委員会教育長あて通知'の中で述べている｡

I

:①フッ素洗口が各学校において実施されるとき､
｢保健管理の一環とし
;て位置づける｣ことのできる法律的根拠を､
政府の見解に基づき示され

:たい
｡
;②新潟県教育委員会教育長がフッ素洗口が｢学校においては保健管理の
;一環｣であるとするなら､
ことさら保護者との十分な協議
､
連絡
､
理
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解を求めなければ実施することができないのか､政府の判断と見解を

示 されたい｡

③ 新潟県教育委員会教育長が､フッ素洗 口が ｢学校保健管理の一環｣と

するなら､フッ素洗 口を拒否する児童 ･生徒保護者は､学校保健管理上

の義務違反 とな り､何 らかの法的制裁を免れないものと思われる｡その

時の法的根拠 と制裁内容について政府の見解を示されたい｡

4- 7 【略〕

8 学校の養護教員が､フッ化ナ トリウムを薬剤師 ･医師 ･歯科医師から計

量 してもらい､学校においてポ リタンク等に調合する行為は､適法的行為

か どうか､政府の見解を示 されたい｡

9 一般に劇薬指定され■た薬か ら普通薬 を作る行為は､いかなる資格又は免

許 ･許可 された者が行 うことができるのか､法的根拠を含めて政府の見解

を示 されたい｡

10 〔略〕

11 次記の職務命令は成立するか､成立す るとすればその法的根拠を示され

たい｡新潟県衛生部長の通知 (昭和56年12月 4日付け公第2190号及び昭和

57年 2月 6日付け公第180号)に基づき､各市町村 自治体が管内の学校で

｢フッ素洗 口｣実施を決定 し､教育委員会 (教育長)を通 じ管内学校長に

実施す るよう文書が配布 された.

① 校長は､フッ素利用の安全性等未解決な問題があると判断し､教育委

員会 (教育長)に意見具申を行 うとともに､当校ではフッ素洗 口を実施

しない と決定 した場合､職務命令違反 となるか否か｡

② 校長が､教育委員会の文書に基づきフッ素洗 口の実施を決定 し､口頭

で教職員に通知 した｡教諭の一人又は数人が､フッ素洗 口に疑義をもち､

自己の学校での実施を拒んだ｡ この場合､職務命令違反 となるか否か｡

12-28 〔略〕

八 〔略〕

○答弁書 (昭和60年 3月 1日 :内閣総理大臣 中曽根康弘)

-の 1､ 2及び 6について～七の 2について ■〔略〕

七の 3の(Dについて

学校 におけるフッ化物水溶硬による洗 口は､学校保健法第 2条に規定する

学校保健安全計画に位置付けられ､学校 における保健管理の一環として実施

されているものである

七の 3の②について

フッ化物水溶液による洗 口の実施に当たっては､フッ素の身体に及ぼす影

響について不安を持つ保護者 もあるので､事前に保護者に対 しその趣 旨の説

明を行い､その空解 と協力を求めたもの と聞いている｡

七の 3の③について

フッ化物水溶液による洗 口は､任意に行われ るものであるので､それを拒

否 した場合､学校における保健管理上の義務違反にはならないと考える｡

七の4について～七の 7の③及び◎について 〔略〕

七の 8及び 9について

劇薬から劇薬でない医薬品を業 として製造す るには､薬事絵に基づ く製造

業の許可が必要である｡しか し､学校の養護教諭がフッ化ナ トリウムを含有

す る医薬品をその使用方法に従い､溶解､希釈する行為は､薬事法及び薬剤

師法に抵触するものではないO

七の10について 〔略〕

七の11について
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l 学校におけるフッ化物水溶液による洗 口は､学校 における保健管理の一環J
t として実施 されるものであるが､その性格にかんがみ､これを実施 しようと

l す る市町村教育委員会は､職務命令 とい う手段 で行 うことは適当ではなく､
: 事前に校長等の教職員はもとより､児童生徒の保護者や学校歯科医､学校薬
l
: 剤師等にも十分説明 し､その理解を得て協力体制 を確立 した上で実施するこ

: とが望ましい と考える｡I

: 七の12について～八の5について 〔略〕
l

r--------1------------I---------------11------1-I--1'--11-----Ill-------------
1
I※1.1-8 第171回国会l

: ○質問主意書 (平成21年 2月23日 :参議院議員 谷岡都子)

: r教育現場におけるア レルギー疾患-の対応に関す る質問主意書｣
: -～三 〔略〕
l
: 四 ア レルギー疾患については､様々な物質がア レルゲンとなる可能性がある｡

; そのため､学校で取 り扱 う薬物等については､特に慎重でなければならない｡J
; しか し､例えばフッ素洗 口の推進者がいる地域では､フッ素の問題点などに

: っいての正 しい情報が伝えられていない中で保護者の同意が求められ､そのI
: 同意に基づいて学校での集団フッ素洗 口が行われてい る｡現在､児童 ･生徒

; のむ し歯被息率は減少 していることか らフッ素洗 口を集団で行 う必要性は低
: くなってお り､さらには､専門家の間でもフッ素洗 口について賛否両論があ
l

: ることを考えると､学校でア レルギー疾患の対応 を進 めていくこととも矛盾

: していると考 えられる｡ア レ/レギー疾患-の対応上､児童 ･生徒の健康のたI
: めにも｢疑わ しいものは用いない｣とい う原則が採用 されるべきと考えるが､

: 現時点で政府は集団フッ素洗 口について どのように考 えているのか､見解を
: 示 されたい｡
J
lI
: ○答弁書 (平成21年 3月 3日 :内閣総理大臣 麻生太郎)l
: 一について～三について 〔略〕
: 四についてI
: フッ化物による洗 口については､高い う蝕予防効果があり､安全性が確保

: されているものと考えているが､学校における集団でのフッ化物による洗 口l
: を実施す るに当たっての留意点 として､学校歯科医の管理 と指導の下､教職

; 員､保護者等がその必要性を理解 し､児童生徒及び保護者の同意を得ること

: 並びに厚生労働省が作成 した ｢フッ化物洗 口ガイ ドライン｣を参考にして､l
: 慎重かつ適正に行 うことを示 しているところであるOI

⑪ 児童 1人当た りの歯科処置費用については､③の ｢フッ化物洗 口実施マニ

ュアル｣(http://www.pref.tottori.1g.jp/secure/225202/manual.pdf)では､

次のような趣 旨で記載 されている｡

(愛知県における調査結果 :6年間でかかった一人当 りの歯科処置費用)

フッ化物洗 口未実施小学校では12,360円､フッ化物洗 口実施小学校では6,910円

であ り､その差は5,450円である｡

このように､小学校における ｢フッ化物洗 口｣の実施 は､各家庭の医療費

負担額を軽減するとい う見方もできる｡

他県の調査であり､本県の事例に直接的に当てはめることはできないかも

しれないが､歯科医師が偏在する地域においても､義務教育施設である小学

校が設置 されていることを踏まえると､小学校において ｢フッ化物洗 口｣が

実施 されると､県内の児童が等 しく ｢歯 .口B'垂の健康づ くり｣に関する機会
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I

を享受できるとい う側面があるともいえる｡

⑫ 県内におけるフッ化物洗 口の実績校について､本県教育委員会調査による

と､平成20年度の実績では､21校 (※11-9) となっている｡

なお､幼稚園及び保育所においては､数多 くの施設でフッ化物洗 口が実施

されている｡
I

;※1卜9 平成20年度フッ化物洗 口実施校 (県教育委員会調べ)

; 長 崎 市 (11校):諏訪小学校､西 山台小学校､畝刈小学校､

: 伊王島′J､学校､伊王島中学校､高島小学校､l
: 高島中学校､池島小学校､池島中学校､

; 聖マ リア小学校 (私立)､鶴南養護学校 (県立)

: 佐世保 市 (1校):黒島中学校

l

: 雲 仙 市 (1校):神代小学校

: 南 島原 市 (3校)‥南有馬小学校､白木野小学校､古園小学校

: 西 海 市 (5校):亀岳小学校､ 白似 田小学校､江島中学校､

l

: 平島小学校､平島中学校

: 計 21校I

⑬ 条文の構造 として､第 1項において ｢フッ化物洗 口の普及その他の効果的
くう

な歯 ･口腔の健康づ くり対策｣と規定 し､第 2項において ｢フッ化物洗 口等

のフッ化物を用いた歯 ･口塵の健康づ くりに関する取組｣と規定 し､その規

定振 りに違いを見せている｡

第 1項においては､ ｢フッ化物洗 口｣の有用性を強調 しつつ､ ｢効果的な

歯 ･口座の健康づ くり対策｣の促進について規定 し､第 2項においては､小

学校等において ｢フッ化物を用いた歯 ･口蓮の健康づ くりに関する取組｣が

実施 され る場合に､薬剤 (フッ化物)が用い られることから､知事又は県教

育委員会は､的確な実施のための必要な助言を行 うよう規定している｡

以上のように､項 ごとに込められた思いに違いがあることか ら､規定振 り

にも違いが生 じていることになるo

⑭ 第 1項の ｢学校等｣の ｢等｣については､前述の学校教育法第 1条に規定

され る､｢幼稚園､ノJ､学校､中学校､高等学校､中等教育学校及び特別支援学

校｣のほか､保育所､こども会､地域のクラブ等が挙げられる｡
くI

⑮ 第 1項の ｢その他の効果的な歯 ･口腔の健康づ くり対策｣ とは､適切な歯

みがき､口腔ケアの実施等をい う｡

⑬ 第 2項の ｢フッ化物を用いた歯 ･口展の健康づくりに関する取組｣の内容

としては､フッ化物洗 口のほか､フッ化物配合歯磨剤､スプレー式フッ化物

イオン溶液の使用等が挙げられるO

このほか､歯科医院で実施 されるフッ化物応用 としては､フッ化物の歯面

塗布及びフッ化物含有シーラン トの施術 も有効であるとされる｡

なお､全身に対するフッ化物応用 としては､フロリデーション (水道水-

のフッ化物濃度調整)､食塩､ミルク等-のフッ化物添加､フッ化物錠剤 ･液

剤等 といったものもある｡
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⑳ 集団フッ化物洗 口の現状について､NPO法人 日本む し歯予防フッ素推進
く)

会議､財 団法人8020推進財団及びWHO口腔保健協力センターの共同調査に

よると､平成20(2008)年 3月末現在､674,141人､6,433施設で実施 され､

年々増加 しているとされている (※11-10)｡

T一一一1--~一一一一~--一一~1----~~~~---I---I-~一一~~1--~~-1----1-1~-----~~~~1---------I
I

:※11-10 N PO法人 日本む し歯予防フッ素推進会議

: (http://www.nponitif.jp/ne叩ag｡91.html)

集団フッ化物洗口実態認査t実施入熱
i
.
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I1983ユ9851987199く)19921994199石19982000才0!)2200420052808

⑳ なお､フッ化物については､自然の状態においていろいろな食品に含まれ

ている (※11-ll)｡以下の表によると､ 日常 口にしている食品中には､かな

りのフッ化物が含まれてお り､そのなかでも食塩､お茶及び魚介類のフッ化

物濃度は比較的高いことが分かる｡

32

L~-I;I.-i_-I/A



T-J叩 =:rJ~__L._∴~ご_i_I-∵_■h.._-_-_

｣....I......!''1..'‥J.I.I.=…..I.･q"･I-:''･'-II:I:.:｣/;7･T.i:7.∵'･二････.'･･･.･･･]･:I:I::I:::･7･717･..･∴八･･:･.Ill:I.I,:I;∩.I:･7,:;.∵t:.I+I:･::h･;‥,｣:ノ‥‥:I:1:::‥‥:7:7･｣::∵.･[･:-rJ:I.:I.I:.I:1‥‥‥･I

.

~
T
L.
I

.メ

..●
㌧

_
.義

※11-11フッ化物一歯とお口のことなら何でもわかるテーマパーク8020

(http://www.
jda.or.
jp/park/prevent/indexO5
1
04
.
html)

(3)日本食品にはすべてフッ化物が含まれているD
表3日本食品中のフッ化物量(概要)

食品フッ化物イオン濃度(ppm)
穀類0
.
1-2.
0
イモ類0
.
i.-2.
0
豆類0
.
5-3.
0
果実類0
.
1-1.
0
野菜類0
.
1-1.
0乾燥しいたけ:3.
0-10.
0
海藻類0
.
6-2.
0乾燥品:2.
0-10.
0
砂糖類0
.
4-2.
0
食卓塩0
.
5-3.
0自然塩:2.
0-20.
0
味噌3
.
0-10.
0
お茶0
.
5-2.
0お茶の葉:100.
0-400.
0
肉類0
.
3-2.
0

乳類牛乳0
.
1-0.
3ミネラル牛乳:1.
0-5.
0
乳製品粉乳1
.
0-10.
0チーズ:0.
5-1.
0
卵類0
.
2-0.
5
魚介類1
.
0-15.
0メザシ.ニボシ:10.
0-40.
0

⑲ 現在､わが国では水道水-のフッ化物添加は行われていないが､海外では

水道水-フッ化物添加を行っている国もある (※1卜12)01

:※11-12 フッ化物 一歯 とお 口のことなら何でもわかる テーマパーク8020

; (http://www･jda･or･jp/park/prevent/indexO5_14･html)

; (1)世界における水道水フロリデーシ ョン
J
l 姦1才 世界の東謙水フqlJ言-ツ三ン 芸由tZ皇18 13弓Tも.朝会J粥)

番澄 1【一0 ブラジル il ジン)1-?-工 .3.8

シンガポー,ル 100 フJ{-ジー 36_4 スウェーデン B.A

コロンビ7 ;泊 芋7-}- 29;3 タイ Fi,4

アイルランド 70 リビア 2'S 7LtLJtr> 7

マレーシア 70 7ルゼンテン =l フィンランド .5.3

オース.トラリ7 67 中層 16 ベトナム 5.3

=ユ.-ジーランド Sj スリランカ 15 スイス 4.白

アメリカ含安国 82 廷【∃ l5 メキシコ 4ー0

キリバス 60 チェコ 14.7

イスラエル 45 イギリス 13.2 ぺ}レ- 214

チリ 42 スペイン 1D,2

爾水道水フEfU言-シ5'̂ 呈色 SDユニ宇

(2)世界におけるフッ化物の応用の推移
孟13 tW の7･̂i:叛等trEQ浩払くだSt,)

フッ化物応用法 199日亭 2000寺 変化苧

水漣フL⊂}ツ4ヒ物…円盤 2箆1.000万人 3痩人 43%j曽

ソ化的添瓦集注 4007=̂ 9.780万人 24浩噌

ツ化物添加ミルク 川万人 2:L17;A 2倍増加

ツ化的麦≡ 2.0007;人 ち.5和77人 25Ly.,.X少

ツ化初洗口 2.80075人 1良人 5倍増加

_ソ化物配含遠慮剤 4潅5.000万人 15達人 3.3清増加
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(歯の衛生週間)

<5第12条 県民の間に広 く歯 .口腔の健康づ くりについての関心 と理解を深

め､県民が積極的に歯科疾患を予防す る意欲を高めるため､歯の衛生過

間を設 ける○

2 歯の衛生週間は､6月 4日か ら同月10日まで とするo

3 県は､市町と連携 し､歯の衛生週間の趣 旨にふ さわしい事業を実施す

【解説等】

① 本条は､現在､国を中心として実施 されている ｢歯の衛生週間｣(※12-1)

について規定されたものである｡
1

:※12-1 厚生労働省 :平成18年度 ｢歯の衛生週間｣の実施について 〔抄〕l
: (http://ww.mhlw.go.jp/topics/2006/06/tpO602-1.html))

: 1･歯の衛生週間について

; ｢歯の衛生週間｣は､厚生労働省､文部科学省､ 日本歯科医師会が主催 してJ
: 毎年 6月 4日か ら10日まで行われているOその 目的は､歯の衛生に関する正 し
】
: ●い知識を普及するとともに､歯科疾患の予防の徹底を図 り､あわせてその早期

: 発見､早期治療を励行することにより､国民の健康を増進することである｡l

: _｢歯の衛生週間｣の前身は､昭和 3年に 日本歯科医師会が 6月 4日を ｢ムシ

l

■ 歯予防デー｣として､口腔衛生の普及 を行ったことに端を発 している｡その後､

昭和33年に､｢歯の衛生週間｣として現在の形で､6月 4日か ら6月10日まで行
: われるようになったDI

② この ｢歯の衛生週間｣については､｢6月 4日から6月10日まで｣とい うこ

とがすでに認知されているとい う意見もあるが､慣習的なものとしてではな

く条例の規定による ｢週間｣として位置付けることで､県民に対 し ｢歯 ･口鹿

の健康づくり｣に関する意識の啓発を図る等の趣旨から規定されたものであ

る｡

③ ｢歯の衛生週間の趣旨にふさわ しい事業｣とは､具体的には､現在各市町

で実施 されている ｢歯の衛生週間に係 る行事｣(※12-2)が挙げられる｡
I

:※12-2 平成21年度 歯の衛生週間に係 る行事予定について 〔抄〕

I

; (http://www.pref.nagasaki.jp/koho/hodo/upfile/20090522132826.pdf)

; 佐世保市 ‥育児等健康支援事業

: 長 与 町 :お誕生相談､幼児学級､健康づ くり推進員学習会､めだか851 くう
: 諌 早 市 :元気いっぱい口腔教室

l

: 川 棚 町 :特定健診 ･がん検診での歯科相談

: 波佐見町 :巡回歯科指導

l

: 南島原市 :小児生活習慣病予防教室

; 小値賀町 :保育所幼稚園における歯みがき教室

: 壱 岐 市 :保育所 ･幼稚園における歯なまる教室I
: 対 馬 市 :よい歯の教室､高齢者介護予防教室
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④なお
､
｢歯の衛生週間に係る行事｣としては､
市郡歯科医師会が共催等によ

る事業(※12-3)を実施されているところでもあるD

rl●●~~~~----11-~-~~~'--1~~■1--11-~---1--l1---1---1~~~'''-1~--~'I-1~~-~~--I-~J1--l-l
:※12-3平成21年度歯の衛生週間に係る行事予定について〔抄〕
(
:(http://ww.pre
f
.nagasa
ki
.
jp/koho/hodo/upfile/20090522132826.p
df)

実 施 主 体 事 業 の 名 称

長崎市歯科医師会 .長崎市 歯つぴぃ子マイルフェスティバル

佐世保市歯科医師会 .佐世保市 .長崎県歯 デンタルフェスティバル

科技工士会佐世保支部 .長崎県歯科衛生士 (む し歯予防デー)

会佐世保支部

佐世保市歯科医師会 .佐世保市 .佐世保市 平成21年度 ｢歯の衛生週間｣

教育委員会 図画 .ポスター表彰式

島原南高歯科医師会 お 口の健康まつ り

(共催 :島原市.県南保健所)

北松歯科医師会 お 口の健康フェスティバルin佐 々

福江南松歯科医師会 歯 ツビーフェスティバル福江

お 口の健康フェスティバル実行委員会 お 口の健康 フェスティバル

(大村市 .大村市教育委員会 .大村市保育

会 .大村市保育協議会 .長崎県栄養士会大

村支部 .長崎県言語聴覚士会 .長崎県歯科

衛生士会諌早支部 .長崎県歯科技工士会県

央支部 .長崎県歯科技術専門学校 .大村東

彼歯科医師会)

西彼歯科医師会 歯つぴぃスマイルフェステ ィバル

(共催 :酉港市 .西海市教育委員会 .時津 in西彼

町教育し委員会 .長与町教育委員会)

諌早市歯科医師会 お 口の健康フェスティバル

壱岐市歯科医師会 いきいきお 口の健康まつ り



(県民歯科疾患実態調査等)くう
第13条 知事は､県民の歯 ･口腔の健康づくりの総合的な推進を図るため

の基礎資料 とするため､少なくとも6年ごとに､県民の歯科疾患等の実

態についての調査 (以下｢県民歯科疾患実態調査｣ とい うO｣を行 うもの

とする｡ (i
2 知事及び県教育委員会は､県民の幼児期からの歯 ･口腔の健康づくり9

を効果的に推進するため幼児､児童及び生徒のむ し歯及び歯周疾患の羅

患状況等について､毎年調査を実施するものとする｡

3 県民歯科疾患実態調査及び前項の調査は､その結果を公表するものと

する｡

【解説等】

① 本条は､県民歯科疾患実態調査の実施等について規定 されたものである｡

② ｢歯科疾患実態調査｣は､わが国の歯科保健状況を把握 し､今後の歯科保

健医療対策の推進に必要な基礎資料を得ることを目的に､昭和32年 より6年

ごとに実施 されている｡

平成17年度に第 9回調査が実施 されてお り､次回は平成23年度に第10回調

査の実施が予定 されているO

現在の調査は､法令を根拠 とするものではないが､本県においては今後の

調査はこの条例に基づ くものとして実施 されることになる｡

③ 第 1項中 ｢6年ごと｣ と規定 されているのは､②に記載がある現行調査 と

の連続性 ･継続性を保つためである｡

④ 第 2項の調査は､毎年実施するものとなるが､当該調査を実施 した上で､

毎年度の施策に反映させていくことが望まれる｡

⑤ 第 3項の公表の規定については､県民に対する情報提供の必要性から､知

事及び教育委員会に対 し公表を義務付けているものである｡
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(財 政 上 の措 置)

く～第14条 県 は､歯 .口腔 の健 康 づ く りに 関す る施 策 を推 進す るた め､予算

【解説等】

(∋ 本条は､財政上の措置が規定 されたものであるO

② 予算の提案権は､地方 自治法 (※14-1)第112条第 1項ただし書きの規定に

より､自治体の長にあるQまた､同法第222条の規定では､自治体の長は､必

要な予算上の措置が講ぜ られる見込みが得 られるまでは条例等を議会に提出

してはならな.いとされている｡

(卦 同条の規定は､地方 自治体の長等の理事者 (執行部)側に向けられたもの

であり､直接的に議員提案条例に縛 りをかけるものではないが､新版逐条地

方 自治法 (学陽書房 :第 5次改訂版)735頁では､｢議会の議員が予算を伴 う

条例案その他の案件を提出する場合は､本条の趣 旨を尊重 して運営 されるべ

きものであって､あらかじめ執行機関と連絡の上財源の見透 しを得 る必要が

あろう (通知 昭和31､9､28｡行実 昭和32､9､25)｡｣と記 されている｡

④ 条例 として制定する以上､条例事項 として ｢予算措置｣がなければ単なる

理念を記載 した条例にしかならない との立案議員側の思いがあり､この条例

では規定化 されたところである｡

⑤ ただ し､議会側には予算の提案権がないことを踏まえ､理事者 (執行部)

側に対 し､この条例の趣 旨に沿って施策を実施するに当たり､必要な予算措

置 を講ずることを求めた規定であり､｢予算の範囲内｣との文言は理事者 (執

行部)側の予算提案権に配慮 したものとされている｡

l

:※14-1 地方 自治法 (昭和22年法律第67号) 〔抄〕

:第112条 普通地方公共団体の議会の議員は､議会の議決すべき事件につき､議会に議案

l

: を提出することができる｡但し､予算については､この限りでない.

1

:2･3 〔略〕

: (予算を伴う条例､規則等についての制限)I

:第222条 普通地方公共団体の長は､条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予

l

: 算を伴うこととなるものであるときは､必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込
: みが得られるまでの間は､これを議会に提出してはならない｡

l

:2 〔略〕
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附 則

【解説等】

① 第12条 【解説等】中の記載にあるように､｢『歯の衛生週間』の前身は､昭

和 3年に日本歯科医師会が6月 4日を ｢ムシ歯予防デー｣として､口腔衛生

の普及を行ったことに端を発 している｡その後､昭和33年に､『歯の衛生週間』

として現在の形で､6月4日から6月10日まで行われるようになった｣もの

であ り､この6月4日 (｢ムシ歯予防デー｣)に条例を施行することにより､

県民-の条例に関する周知効果が意図されている｡

(塾 県民-の周知期間､理事者 (執行部)側の施策に関する準備期間､国の次

年度 (平成22年度)予算の検討状況等を考慮 し､平成21年11月定例会におい

て上程 されたものである｡

③ なお､この条例の公布 日は､平成21年12月25日である｡
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Ⅳおわりに
(ちこの条例は

､
歯･口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し､

もって県民の健康増進に寄与することを目的とするものであり､
このような政策

的な議員提案条例は
､
理事者(執行部)側の政策に大きく影響を与えるものであ

るとともに
､
本会議及び委員会における理事者(執行部)側の答弁以上に条例と

いう法規的な効力をもって､
議員が思い描く県民本位の政策を理事者(執行部)

側に行わせることができるようになるものでもある｡

一方､
発議する議員側には
､
条例を制定することによる予算上の影響
､
行政実

務的な実現可能性等をより深く研究することが求められ
､
いわゆるバラ撒き予算

的な条例案との指摘を受けることのないよう
､
議員提案条例立案に取り組む必要

があるといえる
｡

今後とも本県議会において
､
議員提案条例の取組が継続されることが期待され

る
｡

最後に
､
本稿を作成するに当たり
､
監修を頂いた瀬川議員
､
溝口義貞及び下条

議員に
､
この場を借りてお礼を申し上げる｡
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【別添 1】

長崎県歯 ･口蓮の健康づ くり推進条例案を別紙のとお り提出す るO

平成 21年 12月 17日

発議第 154号
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民春国敏雄功司子介健義也弥一完

正利愛克三健礼駿唐達和精

田江中林本山口捌林口島永村次島松八田小野中野押小江中徳中末松員員員員員員員員員員員員員員貞義議議議議議意義議議議議議議議
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長崎県歯 ･口貞垂の健康づ くり推進条例 (莱)

(目的)

第 1条 この条例は､歯 ･口腔の健康づ くりが糖尿病等の生活習慣病の対策をはじ

め とする県民の全身の健康づ くりに果たす役割の重要性にかんがみ､他県に比べ

高い県民の歯科疾患の有病率の低下及び県内における歯 ･口崖の健康に関する地

域 間等の格差の是正を図るため､県民の生涯にわたる歯 ･口点iの健康づくりに関

し､その基本理念を定め､県の責務及び市町､教育関係者､保健医療関係者､福

祉 関係者､県民等の役割を明らかにし､並びに歯 ･口座の健康づ くりの推進に関

す る計画の策定について定めること等により､歯 ･口蓮の健康づ くりに関する施

策 を総合的かつ計画的に推進 し､もって県民の健康増進に寄与す ることを目的 と

す る｡

(基本理念)

第 2条 歯 ･口B'垂の健康づ くりは､すべての県民が生涯を通 じて､ 自らむし歯､歯
く)

周疾患等の予防及び 口腔機能の向上に取 り組む とともに､適切な時期に必要なロ

貞盛ヶァ､医療等を受 けることができる環境が整備 されることを基本理念 として行

われなければならない｡

(県の責務)

第 3条 県は､前条に規定す る基本理念 (以下 ｢基本理念｣ とい う｡)にのっとり､

本県の特性に応 じた歯 ･口蓮の健康づ くりの推進に関する施策を総合的かつ計画

的に策定 し､及び実施す る責務を有する｡

(市町の役割)

第 4条 市町は､基本理念を踏まえ､健康増進法 (平成14年法律第103号)､母子保

健法 (昭和40年法律第141号)等の歯 ･口蓮の健康づ くりに関する法令の規定に基

づ く歯 ･口座の健康づ くりに関する施策を継続的かつ効果的に推進す るよう努め

るものとする｡

(教育関係者､保健 医療関係者､福祉関係者等の役割)

第 5条 教育関係者､保健医療関係者､福祉関係者等 (以下 ｢教育関係者等｣とい

う｡)は､基本理念 にのっとり､県民の歯 ･口蓮の健康づ くりの推進並びに他の
く〉

者 が行 う歯 ･口腔の健康づ くりに関す る活動 との連携及び協力を図るよう努める

ものとする｡

2 教育関係者等は､前項の 目的を達成するため､県民の歯 ･口蓮の健康づくりを

支援す るための研修等を実施するよう努めるものとする｡

(事業者及び保険者 の役割)

第 6条 事業者は､基本理念 にのっとり､県内の事業所で雇用す る従業員の歯科検
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診 (健康診査又は健康診断において実施す る歯科に関する検診を含むO)及び歯

科保健指導 (以下 ｢歯科検診等｣ とい う.)の機会の確保その他の歯 ･口蓮の健

康づ くりに関する取組を推進するよう努めるものとする｡

2 保険者は､基本理念にのっとり､県内の被保険者の歯科検診等の機会の確保そ

の他の歯 ･口崖の健康づ くりに関する取組を推進するよう努めるものとする｡

(県民の役割)

第 7条 県民は､歯 ･口展の健康づ くりに関す る知識を持ち､更に理解を深めるよ

う努 めるものとする｡

2 県民は､県及び市町が実施す る歯 ･ロ蓮の健康づ くりに関す る施策を括用す る

こ と､かか りつけ歯科医の支援 を受けること等により､自ら歯 ･ロ蓮の健康づ く

りに取 り組むよう努めるものとする｡

(長崎県歯 ･口蓮の健康づ くり推進計画)

第 8条 県は､県民の生涯にわたる歯 ･口蓮の健康づ くりに関する施策を総合的か

っ計画的に推進するため､歯 ･口蓮の健康づ くりに関する基本的な計画 (以下 ｢長

崎県歯 ･口蓮の健康づ くり推進計画｣ とい う｡)を定めるものとする｡
(!

2 県は､長崎県歯 ･口腔の健康づ くり推進計画を定めようとするときは､あらか
(5

じめ歯 ･口腔の健康づ くりに関す る学識経験者の意見を聴 くとともに､県民､市

町その他歯 ･口蓮の健康づ くりに係 る活動を行 う関係者の意見を反映 させ るため

に必要な措置を講 じなければならない｡
く〉

3 長崎県歯 ･口腔の健康づ くり推進計画の策定に当たっては､健康増進法に基づ

く健康増進計画､医療法 (昭和23年法律第205号)に基づ く医療計画､介護保険法

(平成 9年法律第123号)に基づ く介護保険事業支援計画その他の県が策定す る

歯 ･口蓮の健康づ くりに関す る計画 との調和及び連携に努めるとともに､離島及

び- き地における地域性及び特殊性に配慮するものとする0
く1

4 県 は､長崎県歯 ･口腔の健康づくり推進計画を定めたときは､速やかに､これ

を県民に公表 しなければならない｡
くさ

5 長崎県歯 ･口腔の健康づ くり推進計画は､歯 ･口腔の健康づ くりに関す る施策

の進捗状況等を踏まえ､必要に応 じて見直すものとする｡

6 第 2項から第 4項までの規定は､長崎県歯 ･口座の健康づ くり推進計画の変更

について準用する｡

(市町歯 ･口崖の健康づ くり推進計画)

第 9条 市町は､当該市町の実情に応 じた歯 ･口B'垂の健康づ くりに関する施策をよ
く)

り継続的かつ効果的に推進するため､長崎県歯 ･口腔の健康づ くり推進計画の内
(!

容 を踏まえ､当該区域における歯 ･口腔の健康づ くりに関する基本的な計画 (以
くI

下 ｢市町歯 ･口腔の健康づ くり推進計画｣ とい う｡)を定めるよう･努めるもの と

す る｡
()

2 県は､市町が市町歯 ･口腔の健康づ くり推進計画を定めようとす る場合には､
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当該市町の求めに応 じ､適切な情報の提供及び専門的又は技術的な助言を行 うも

のとす る0

3 県は､前項に定めるもののほか､市町歯 ･口蓮の健康づ くり推進計画の策定状

況等市町における歯 ･口蓮の健康づ くりに関する施策の実施状況を勘案 した上で､

市町に対 して必要な支援を行 うよう努めるものとする｡

(基本的施策の実施)

第10条 知事又は県教育委員会は､県民の歯 ･口貞盛の健康づ くりを推進するための

基本的施策 として､次に掲げる事項を実施するものとす る｡

(1)県民の歯 ･口座の健康づ くりの推進に資する情報の収集及び提供並びに教育

関係者等 との連携俸制の構築に関す ること｡

(2)市町長又は市町教育委員会が行 う効果的なむ し歯予防対策及び母子歯科保健

事業､学校歯科保健事業等を通 じた県民の生涯にわたる効果的な歯 ･口蓮の健

康づ くりに関する施策の促進に関すること｡

(3)第 8条第 2項の関係者が行 う歯 ･口B'垂の健康づくりに関する取組の促進に関

すること｡

(4)障害者､要介護者等に対する適切 な口崖ヶァ等に係 る施策の推進に関するこ

と｡
くう

(5)歯 ･口腔の健康づくりに携わる者の資質の向上に関す ること｡
くう

(6)歯 ･口腔の健康づ くりの効果的な実施に資する調査研究の推進 に関す ること｡

(7)前各号に掲げるもののほか､歯 ･口蓮の健康づくりを推進するために必要な

施策 の推進に関すること｡

2 県笹 ､前項各号に掲げる基本的施策を実施するため､市町､事業者､保険者､

学校等が行 う歯 ･口蓮の健康づ くりに関する活動に対 し､その設置する保健所に

よる広域的又は専門的な見地からの情報の提供､助言等を行 うものとする｡

(効果的な歯 ･口蓮の健康づ くり対策の促進等)

第11条 県は､幼児､児童及び生徒に係 る歯 ･口述の健康づ くりの推進を図るため､

学校等 におけるフッ化物洗 口の普及その他の効果的な歯 ･口座の健康づ くり対策

の促進 に必要な措置を講ずるものとする｡

2 知事又は県教育委員会は､保育所､幼稚園､小学校､中学校等においてフッ化

物洗 口等のフッ化物を用いた歯 ･ロ展の健康づ くりに関する取組が実施 される場

合は､各実施主体に対 し､学校保健安全法 (昭和33年法律第56号)第 5条に規定す

る学校保健計画又はそれに準 じた計画に位置付け実施す ること等その的確な実施

のための必要な助言を行 うものとする｡

(歯の衛生週間)

第12条 県民の間に広 く歯 ･口鹿の健康づ くりについての関心と理解 を深め､県民

が積極的に歯科疾患を予防する意欲を高めるため､歯の衛生週間を設ける｡

2 歯の衛生週間は､ 6月 4日から同月10日まで とするo
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3 県は､市町と連携 し､歯の衛生週間の趣旨にふ さわ しい事業を実施するよう努

めるものとする｡

(県民歯科疾患実態調査等)

第13条 知事は､県民の歯 ･口蓮の健康づ くりの総合的な推進を図るための基礎資

料 とするため､少なくとも6年 ごとに､県民の歯科疾患等の実態についての調査

(以下｢県民歯科疾患実態調査｣ とい う｡ ｣を行 うものとす る｡

2 知事及び県教育委員会は､県民の幼児期からの歯 .口蓮の健康づ くりを効果的
I

に推進するため幼児､児童及び生徒のむ し歯及び歯周疾患の羅患状況等について､

毎年調査を実施するものとする｡

3 県民歯科疾患実態調査及び前項の調査は､その結果を公表するものとする｡

(財政上の措置)

第14条 県は､歯 ･口蓮の健康づ くりに関する施策を推進す るため､予算の範囲内

で必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする｡

附 則

この条例は､平成22年 6月 4日から施行する｡

(提案理由)

県民の歯科疾患の有病率の低下及び県内における歯 ･口展の健康に関する地域間

等の格差の是正を図るため､歯 ･口蓮の健康づ くりに関す る施策について基本 とな

る事項等を定めるよ うとするものである｡ これが､この条例案を提出する理 由であ

る｡
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【別添 2】

第171回衆第53号

歯科疾患の予防等による口貞盛の健康の保持の推進に関す る法律案

(目的)
(i

第 1条 この法律は､口腔の健康が国民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的か

つ重要な役割を果た しているとともに､国民の 日常生活 における歯科疾患の予防
く〉

に向けた取組が 口腔の健康の保持 に極 めて有効であることにかんがみ､歯科疾患

の予防等による口腔の健康の保持 (以下単に ｢口蓮の健康の保持｣とい う｡)の推
くi

進 に関 し､基本理念 を定め､並びに国及び地方公共団体の責務等を明 らかにす る

とともに､ 口座の健康の保持の推進 に関する施策の基本 となる事項 を定めること
くう

等により､ 口腔の健康の保持の推進 に関す る施策を総合的に推進 し､もって国民

保健 の向上に寄与す ることを目的 とす る｡

(基本理念)

第 2条 口蓮の健康の保持の推進 に関す る施策は､次に掲 げる事項を基本 として行

われなければな らない｡

一 国民が､生涯 にわたって 日常生活 において歯科疾患の予防に向けた取組を行

うとともに､歯科疾患を早期 に発見 し､早期に治療を受 けることを促進するこ

と｡

二 乳幼児期か ら高齢期までのそれぞれの時期における口腔 とその機能の状態及

び歯科疾患の特性に応 じて､適切かつ効果的に口蓮の健康の保持 を推進するこ

と｡

三 保健､医療､社会福祉､労働衛生､教育その他の関連施策 との有機的な連携

を図 りつつ､その関係者の協力を得て､総合的に口蓮の健康の保持を推進す る

こと｡

(国及び地方公共団体の責務等)

第 3条 国は､前条の基本理念 (次項 において ｢基本理念｣ とい う｡)にのっとり､

口座の健康の保持の推進 に関す る施策 を策定 し､及び実施する責務 を有す る｡

2 地方公共団体は､基本理念 にのっ とり､ ロ崖の健康の保持の推進 に関す る施策

に関 し､国 との連携 を図 りつつ､その地域の状況に応 じた施策を策定 し､及び実

施す る責務を有す る｡

3 国及び地方公共団体は､ 口蓮の健康の保持の推進 に関 し､他の法令に基づき国

民の健康の保持増進のために必要な事業を行 う者の協力 を得るよう努めなければ

な らない｡

(歯科医師等の責務)

第 4条 歯科医師､歯科衛生士､歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る

業務 (以下 この条及び第13条において ｢歯科医療等業務｣ とい う｡)に従事する者
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は､口崖の健康の保持 (歯の機能の回復によるものを含む｡)に資す るよう､医師

その他歯科 医療等業務に関連す る業務に従事す る者 との緊密 な連携を図 りつつ､

適切 にその業務 を行 うとともに､国及び地方公共団体が 口蓮の健康の保持の推進

に関 して講ず る施策に協力するよう努 めるものとす る｡

(国民の責務)

第 5条 国民は､ 口座の健康の保持に関す る正,しい知識 を持つ とともに､生涯にわ

たって 日常生活 において 自ら歯科疾患の予防に向けた取組 を行 うことによ り､ ロ

蓮の健康の保持に努めるもの とする｡

(口蓮の健康 の保持に関する知識等の普及啓発等)
()

第 6条 国及 び地方公共団体は､国民が､ 口腔の健康の保持に関する正 しい知識 を

持つ とともに､生涯 にわたって 日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組 を
()

行 うことを促進するため､ 口腔の健康の保持に関する知識及び歯科疾患の予防に
くう

向けた取組 に関す る普及啓発､ 口腔の健康の保持 に関す る国民の意欲 を高めるた

めの運動の促進その他の必要な施策 を講ず るもの とする｡

(定期的に歯科検診 を受けること等の勧奨等)

第 7条 国及び地方公共団体は､国民が､定期的に歯科に係 る検診 (健康診査及び

健康診断を含む｡)を受けること及び必要に応 じて歯科保健指導を受けること (以

下 この条及び次条において ｢定期的に歯科検診を受けること等｣とい う｡)を促進

す るため､定期的に歯科検診 を受 けること等の勧奨その他の必要な施策 を講ず る

もの とす る｡

(障害者等が定期的に歯科検診 を受 けること等のための施策)

第 8条 国及び地方公共団体は､障害者､介護 を必要 とす る高齢者その他の者であ

って定期的に歯科検診 を受けること等又は歯科医療を受けることが困難なものが､

定期的に歯科検診 を受 けること等又は歯科医療 を受けることができるよ うにす る

ため､必要な施策を講ず るものとす る｡

(歯科疾患の予防のための措置等)

第 9条 前 3条に規定す るもののほか､国及び地方公共団体は､個別的に又は公衆
()

衛生の見地か ら行 う歯科疾患の効果的な予防のための措置その他の 口腔の健康の

保持のための措置に関す る施策を講ずるものとす る｡

くl
(口腔の健康の保持に関す る調査及び研究の推進等)

くl
第10条 国及び地方公共団体は､ 口腔の健康に関す る実態の定期的な調査､ 口蓮の

状態が人の健康 に及ぼす影響に関す る研究､歯科疾患に係 るより効果的な予防及
く)

び医療 に関す る研究その他 口腔の健康の保持に関す る調査及び研究の推進並びに
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その成果の活用の促進のために必要な施策を講ずるものとする｡

く)
(口腔の健康の保持の推進に関する基本的事項の策定及び公表)

第11条 厚生労働大臣は､第 6条から前条までの規定により講ぜ られる施策につき､

それ らの総合的な実施のための方針､ 目標､計画その他の基本的事項 (以下この

条において ｢基本的事項｣ とい う｡)を定めるものとする｡

2 基本的事項は､健康増進法 (平成14年法律第103号)第 7条第 1項に規定する基

本方針､地域保健法 (昭和22年法律第101号)第 4条第 1項に規定する基本指針そ

の他の法律の規定による方針又は指針であって保健､医療又は福祉に関する事項

を定めるものと調和が保たれたものでなければならない｡

3 厚生労働大臣は､基本的事項を定め､又はこれを変更 しようとするときは､あ

らか じめ､関係行政機関の長に協議するものとする｡

4 厚生労働大臣は､基本的事項を定め､又はこれを変更 したときは､遅滞なく､

これを公表するものとする｡

(財政上の措置等)
(～

第12粂 国及び地方公共団体は､口腔の健康 の保持の推進に関する施策を実施する

ために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする｡

(ら
(口腔保健支援センター)

第13条 都道府県､保健所を設置する市及び特別区は､ ロ崖保健支援センターを設

けることができる0 1

2 口蓮保健支援センターは､第 6条から第10条までに規定する施策の実施のため､

歯科医療等業務に従事する者等に対する情報の提供､研修の実施その他の支援を

行 う機 関とする｡

附 則

この法律は､公布の 日から施行する｡

理 由
くI

口腔の健康が国民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果た
くう

しているとともに､国民の 日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の

健康の保持に極めて有効であることにかんがみ､国民保健の向上に寄与するため､

歯科疾患の予防等による口蓮の健康の保持の推進 に関 し',基本理念を定め､並びに

国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに､歯科疾患の予防等による口
くう
腔の健康の保持の推進に関する施策の基本 となる事項を 定めること等により､歯科

疾患の予防等による口座の健康の保持の推進 に関する施策を総合的に推進する必要

がある｡ これが､この法律案を提出する理由である｡
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【別添3】

第171回参第13号

歯の健康の保持の推進に関する法律案

(目的)

第1条この法律は
､
歯の健康の保持が高齢者をはじめとする国民の健康と質の高

い生活を確保するために重要であり
､
かつ､
歯の健康が日常生活における適切な

処置等により保持することができるものであることにかんがみ
､
歯の健康の保持

の推進に関し
､
基本理念を定め
､
並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかに

するとともに
､
歯の健康の保持の推進に関する施策の基本となる事項を定め
､
も

って国民保健の向上に寄与することを目的とする｡

(基本理念)

第2条歯の健康の保持の推進に関する施策は
､
歯の健康を保持するためには
､
日

常生活において歯科疾患を予防するとともに
､
歯科疾患を早期に発見し
､
早期に

治療することが重要であるとの認識の下に
､
生涯にわたる歯の健康の保持に関す

る国民の自主的な努力を促進するとともに
､
保健医療
､
公衆衛生
､
社会福祉その

他の関連施策との有機的な連携に配慮することを旨として講ぜられなければなら

ない｡

(国の責務)

第3条国は
､
前条の基本理念(次条において｢基本理念｣という｡
)にのっとり､

歯の健康の保持の推進に関する施策を策定し
､
及び実施する責務を有する
｡

(地方公共団体の責務)

第4条地方公共団体は
､
基本理念にのっとり､
歯の健康の保持の推進に関する施

策に関し
､
国との連携を図りつつ､
その地域の状況に応じた施策を策定し
､
及び

実施する責務を有する
｡

(医療保険者の責務等)

第5条医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する

医療保険者をいう
｡
)は
､
国及び地方公共団体が講ずる歯科に係る検診(健康診断

及び健康診査を含む
｡
以下同じ
｡
)及び保健指導(以下｢歯科検診等｣という｡
)

に関する普及啓発
､
歯科疾患の予防に関する啓発等の施策に協力するよう努めな

ければならない
｡

第6条歯科医師
､
歯科衛生士
､
歯科技工士その他の歯科医療関係者は
､
国及び地

方公共団体が講ずる歯の健康の保持の推進に関する施策に協力し
､
歯科疾患の予

防に寄与するよう努めるとともに
､
岨噂機能その他の歯に関する機能の維持回復

が図られるように
､
良質かつ適切な歯科医療及び歯科検診等を行うよう努めなけ

ればならない
｡
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第 7条 国民は､歯科疾患の予防方法､歯科に係る検診 の意義その他の歯の健康の

保持に関す る正 しい知識を持ち､ 日常生活における適切な口崖のケア等により歯

科疾患を予防す るよう努めるとともに､定期的に歯科に係 る検診 を受けるよう努

めなければならない｡

(歯科検診等を受けることの勧奨等)

第 8条 国及び地方公共団体は､国民が定期的に歯科に係 る検診を受け､又は必要

な場合に歯科に係 る保健指導を受けることを促進す るため､歯科検診等を受ける

ことの勧奨､歯科検診等に関する普及啓発その他の必要な施策を講ずるものとす

る｡

(高齢者､障害者等に係る歯科検診等の促進等)

第 9条 国及び地方公共団体は､高齢者､障害者その他の者であって歯科検診等又

は歯科医療を受 けることが困難であるものが､定期的に歯科に係 る検診を受け､

若 しくは必要な場合に歯科に係る保健指導を受け､又は歯科医療を受けることが

できるよう､歯科医師等が訪問して行 う歯科検診等及び歯科医療の促進その他の

必要な施策を講ず るものとする｡

(歯科疾患の予防に関する教育及び啓発等)

第10条 国及び地方公共団体は､ 日常生活における自主的な歯科疾患の予防を促進

す るため､歯の健康の保持の重要性､歯科疾患の予防方法等に関し､学校､地域､

家庭等における教育活動及び啓発活動を行 う等必要な施策を講ずるものとする｡

(歯の衛生週間)

第11条 国民の間に広 く歯の健康の保持についての関心 と理解を深め､国民が積極

的に歯科疾患を予防する意欲を高めるため､歯の衛生週間を設ける｡

2 歯の衛生週間は､ 6月･4日から同月10日までとする｡

3 国及び地方公共団体は､歯の衛生週間の趣 旨にふ さわ しい事業が実施 されるよ

う努 めるものとす る｡

(国民の自主的な努力の補完)

第12条 .国及び地方公共団体は､必要に応 じ､歯科疾患の予防に係 る国民の自主的

な努力を補完するために必要な施策を講ず るものとする｡

(調査研究の推進等)

第13条 国及び地方公共団体は､歯科疾患のより適切かつ効果的な予防方法及び治

療方法に関する研究､歯の健康が人の健康等に及ぼす影響に関す る調査研究その

他歯の健康の保持 に関する調査研究の推進並びにその成果の普及及び活用の促進

のために必要な施策を講ずるものとするD
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(財政上の措置等)

第14条 国及び地方公共団体は､歯の健康の保持の推進に関す る施策を実施するた

めに必要な財政上の措置その他の措置を詩ずるよう努めるものとする｡

附 則

この法律は､公布の 日か ら施行する｡

理 由

歯の健康の保持が高齢者をはじめとする国民の健康 と質の高い生活を確保するた

めに重要であ り､かつ､歯の健康が 日常生活 における適切な処置等により保持す る

ことができるものであることにかんがみ､国民保健の向上に寄与するため､歯の健

康の保持の推進に関 し､基本理念を定め､並びに国及び地方公共団体の責務等を明

らかにす るとともに､歯の健康の保持の推進 に関する施策の基本 となる事項を定め

る必要がある｡ これが､この法律案を提出す る理由である｡
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【別添 4】

○フッ化物洗 口ガイ ドライン (http://dscyoffice.net/Office/tuuti/030210.htm)

医改発第0114002号
健発第0114006号
平成15年1月14日

厚生労働省健康局長

各都道府県知事 殿

｣ フッ化物洗 ロガイ ドラインについて

健康 日本21における歯科保健 目標を達成す るために有効な手段 として､フッ化

物の応用は重要であるD

わが国における有効かつ安全なフッ化物応用法を確立す るために､平成12年か

ら厚生労働科学研究事業 として､フッ化物の効果的な応用法と安全性の確保につ

いての検討が行われたところであるが､この度､本研究事業において ｢フッ化物

洗 口実施要領｣を取 りまとめたところであるD

ついては､この研究事業の結果に基づき､8020運動の推進や国民に対する歯科

保健情報の提供の観点か ら､従来のフッ化物歯面塗布法に加え､より効果的なフ

ッ化物洗 口法ゐ普及を図るため､｢フッ化物洗 口ガイ ドライン｣を別紙の通 り定め

たので､貴職におかれては､本ガイ ドラインの趣 旨を踏まえ､貴管下保健所設置
市､特別区､関係団体等に対 して周知方お願いいた したい｡

【フッ化物洗 ロガイ ドライン】

1.は じめに

2.対象者

1)対象年齢

2) う蝕の リスクの高い児-の対応

3.フッ化物洗 口の実施方法

1)器材の準備､洗 口剤の調整

2)洗 口練習

3)洗 口の手順

4)洗 口後の注意

4.関連事項

1)フッ化物洗 口法 と他のフッ化物応用 との組み合わせ

2)薬剤管理上の注意

3)イ ンフォーム ド･コンセン ト

4) フッ化物洗 口の安全性

5.｢う蝕予防のためのフッ化物洗 口実施マニュアル｣

1.はじめに

フッ化物応用によるう魯予防の有効性 と安全性は､すでに国内外の多 くの研究
により示 されてお り､口腔保健向上のためフッ化物の応用は､重要な役割を果た
している｡

わが国においては､世界保健機関 (WHO)等の勧告に従って､歯科診療施設等で

行 うフッ化物歯面塗布法､学校等での公衆衛生的応用法や家庭で行 う自己応用法
であるフッ化物洗 口法 とい うフッ化物応用によるう蝕予防が行われてきた｡特に､
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1970年代か らフッ化物洗 口を実施 している学校施設での児童生徒の う蝕予防に顕

著な効果の実績を示 し､各 自治体の歯科保健施策の一環 として､その普及がなさ

れてきた｡

そのメカニズムに関しても､近年､臨床的 う蝕の前駆状態である歯の表面の脱

灰に対 して､フッ化物イオンが再石灰化を促進する有用な手段であることが明ら

かになってお り､ う蝕予防におけるフッ化物の役割が改めて注 目されている｡

こうした中､平成11年に日本歯科医学会が ｢フッ化物応用についての総合的な

見解｣をま とめたことを受け､平成12年度から開始 した厚生労働科学研究におい

て､わが国におけるフッ化物 の効果的な応用法 と安全性の確保についての研究

(｢歯科疾患の予防技術 ･治療評価に関するフッ化物応用の総合的研究｣)が行わ

れている｡

さらに､第 3次国民健康づ くり運動である ｢21世紀における国民健康づ くり運

動｣(健康 日本21)においても歯科保健の ｢8020運動｣がとりあげられ､2010年ま

での 目標値が掲げられているO これ らの目標値達成のための具体的方策 として､

フッ化物の利用が欠かせない ことか ら､EBM (EvidenceBasedMedicine)の手法

に基づいたフッ化物利用について､広 く周知することは喫緊の課題 となっている｡

このような現状に照 らし､従来のフッ化物歯面塗布法に加 え､より効果的なフ

ツ化轡洗 口法の普及を図ることは､｢8020｣の達成の可能性を飛躍的に高め､国民
の 口腔保健の向上に大きく寄与できると考えられ､上記の厚生労働科学研究の結

果 を踏まえ､最新の研究成果 を盛 り込んだフッ化物洗 口について､その具体的な

方法を指針の形 として定め､歯科臨床や公衆衛生､地域における歯科保健医療関

係者に広 く周知することとした｡

2.対秦者

フッ化物洗 口法は､とくに､4歳児か ら14歳までの期間に実施す ることが う蝕

予防対策 として最 も大きな効果をもた らす ことが示 されている｡また､成人の歯

頚部 う蝕や根面 う蝕の予防にも効果があることが示 されている.

1)対象年齢

4歳から成人､老人まで広 く適用 される｡特に､4歳 (幼稚園児)か ら開始

し､14歳 (中学生)まで継続することが望ましいDその後の年齢においてもフ

ッ化物は生涯にわたって歯に作用 させることが効果的である｡

2) う蝕の発生 リスクの高い児 (者)-の対応 く ら
修復処置 した歯の う蝕再発防止や歯列橋正装置装着児の口腔衛生管理など､

う蝕の発生 リスクの高まった人-の利用 も効果的である｡

3.フッ化物洗 口の実施方法

フッ化物洗 口法は､自らでケアす るとい う点では自己応用法 (セル フ ･ケア)

であるが､その高い う蝕予防効果や安全性､さらに高い費用便益率 (cost-Benefit

Ratio)等､優れた公衆衛生的特性を示 している｡特に､地域単位で保育所 ･幼稚

園や小 ･中学校で集団応用 された場合は､公衆衛生特性の高い方法である｡なお､

集団応用の利点 として､保健活動支援プログラムの一環 として行 うことで長期実

施が確保 される｡

1)器材の準備､洗 口剤の調製

施設での集団応用では､学校歯科医等の指導のもと､効果 と安全性を確保 し

て実施 されなければならない｡一

家庭において実施す る場合は､かか りつけ歯科医の指導 ･処方を受けた後､
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薬局にて洗 口剤の交付を受け､用法 ･用量に従い洗 口を行 う｡

2)洗 口練習

フ ッ化物洗 口法の実施に際しては､事前に水で練習 させ､飲み込まずに吐き

出せ させることが可能になってか ら開始する｡

3)洗 口の手順

洗 口を実施する場合は､施設職員等の監督の下で行い､5-10mlの洗 口液で約

3FOa
間洗 口 (ブクブクうがい)する｡洗 口中は､座って下を向いた姿勢で行い､

内のすべての歯にまんべんなく洗 口液がゆきわたるように行 う｡吐き出し

た洗 口液は､そのまま排水 口に流 してよい｡

4)洗 口後の注意

洗 口後30分間は､ うがいや飲食物をとらないようにする｡また､集団応用で

は､調整 した洗 口液 (ポ リタンクや分注ポンプ)の残 りは､実施のたびに廃棄

するO家庭用専用瓶では､一人あた り約1か月間の洗 口ができる分量であり､冷
暗所 に保存す る｡

4.関連事項

1)フッ化物洗 口法 と他のフッ化物応用 との組み合わせ

フッ化物洗 口法 と他の局所応用法を組み合わせて実施 しても､フッ化物の過

剰摂取になることはない｡すなわちフッ化物洗 口とフッ化物配合歯磨剤及びフ

ッ化物歯面塗布を併用 しても､特に問題はない｡

2)薬剤管理上の注意

集団応用の場合の薬剤管理は､歯科医師の指導のもと､歯科医師あるいは薬

剤師が､薬剤の処方､調剤､計量を行い､施設において厳重に管理する｡

家庭で実施す る場合は､歯科医師の指示のもと､保護者が薬剤を管理するO

3)インフォーム ド･コンセン ト

フッ化物洗 口を実施する場合には､本人あるいは保護者に対 して､具体的方

法､期待 される効果､安全性について十分に説明した後､同意を得て行 う0

4) フッ化物洗 口の安全性

(1) フッ化物洗 口液の誤飲あるいは口貞盛内残留量と安全性

本法は､飲用 して う蝕予防効果を期待す る全身応用ではないが､た とえ誤

って全量飲み込んだ場合でもただちに健康被害が発生することはない と考

え られている方法であ り､急性 中毒 と慢性中毒試験成績の両面か らも理論上
の安全性が確保 されている｡

(∋急性中毒

通常の方法であれば､急性 中毒の心配はない｡

②慢性中毒

過量摂取によるフッ化物の慢性中毒には､歯 と骨のフッ素症がある｡歯

のフッ素症は､顎骨の中で歯が形成 され る時期に､長期間継続 して過量の

表芸監禁 雷苧孟夏芸£孟遠雷訂 孟諒詣 笠慧警 芸習誓 農芸慧芸孟

量が微量であるため､歯のフッ素症は発現 しない｡骨のフッ素症は､8ppm

以上の飲料水を20年以上飲み続 けた場合に生 じる症状であるので､フッ化
物洗 口のような微量な口腔内残留量の局所応用では発現することはない
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(2)有病者に対するフッ化物洗口
フッ化物洗口は､
うがいが適切に行われる限り
､
身体が弱い人や障害をも

っている人が特にフッ化物の影響を受けやすいということはない｡
腎疾患の

人にも
､
う蝕予防として奨められる方法である
｡
また
､
アレルギーの原因と

なることもない
｡
骨折
､
ガン
､
神経系および遺伝系の疾患との関連などは
､
水道水フッ化物添加(Fluoridation)地域のデータを基にした疫学調査等に

よって否定されている｡

5
.
｢う蝕予防のためのフッ化物洗口実施マニュアル｣

フッ化物応用に関する､
より詳細な情報については､
厚生労働科学研究｢フッ

化物応用に関する総合的研究｣班が作成した｢う蝕予防のためのフッ化物洗口実

施マニュアル｣を参照されたい｡
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【参考 :新聞記事】

【出 典 】 長 崎 新 聞 :平 成21年12月3 日

【出典】長崎 新 聞 二平成21年 12月5日
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